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「国会議員関係政治団体の収支報告の手引(平成２１年版)」の作成に際して 

 

 

 平成１９年１２月に政治資金規正法が大改正され、平成２１年１月１日から国会

議員関係政治団体の支出の公開などに関し、新しい制度が適用されます。  

 政治資金規正法により、会計責任者には収支報告において各種の重要な責務が課

されておりますが、会計責任者をはじめとする関係者の方々が、平成２１年におい

て国会議員関係政治団体の政治活動に伴う会計帳簿の記載、収支報告書の作成・政

治資金監査・収支報告などの一連の事務処理を行う際の一助となることを願い、こ

のたびこの手引を作成いたしましたので、是非ご活用下さい。 

 

 

 

 平成２０年１１月 

 

総務省自治行政局選挙部政治資金課   
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Ⅰ．はじめに 

 

１．今般の政治資金規正法改正の経緯 

 

  平成１８年から１９年にかけて、政治資金の使途に関する問題（注１）が大きく

取り上げられました。政治資金の使途に対する国民の政治不信を払拭するため、

平成１９年１２月、与野党協議の結果、政治資金規正法の改正案が議員立法とし

て提案され、改正法が成立しました。 

 

（注１）収支報告書の虚偽記載、主たる事務所を議員会館としている資金管理団体の多額の事務所費や光

熱水費の計上、事務所費の架空計上、資金管理団体による巨額の不動産取得など 

 

２．改正政治資金規正法の概要 

 

  国会議員が関係する政治団体として「国会議員関係政治団体」を定義（注２）し、

これに該当する政治団体の支出に係る収支報告の適正の確保及び透明性の向上の

ため、 

 ・ 登録政治資金監査人による政治資金監査の義務付け 

 ・ 収支報告書への明細を記載する基準額の引下げ等 

 ・ 少額領収書等の写しの開示制度の創設 

などを主な内容としています。 

 

（注２）以下の①②の政治団体（ただし、政党、政治資金団体及びいわゆる政策研究団体以外）及び③ 

①国会議員・候補者（候補者となろうとする者を含む。以下同じ。）が代表者である資金管理団体そ

の他の政治団体（１号団体） 

②租税特別措置法に規定する寄附金控除の適用を受ける政治団体のうち、特定の国会議員・候補者を

推薦し、又は支持することを本来の目的とする政治団体（２号団体） 

③政党支部であって、国会議員に係る選挙区の区域等を単位として設けられるもののうち、国会議員・

候補者が代表者であるものは、１号団体とみなされます（みなし１号団体） 

 

－1－



 

 

３．本手引について 

 

政治資金規正法は、政治活動の公明を確保するため、政治資金の収支を公開し、

政治資金の収支の状況を国民の前に明らかにすることを目的とするものであり、

それに対する是非の判断は国民に委ねられています。 

 

ところが、これまで収支報告書の支出のうち明細記載義務がある項目は政治活

動費に限られ、その明細記載基準額も支出１件あたり５万円以上とされていたた

め、政治団体の支出の記載を巡り不透明等の批判（注３）がなされ、政治資金の使

途に対する国民の政治不信を招く事態となりました。 

 

（注３）政治団体の支出をどの項目に区分するかにより、明細記載義務も異なることとなるため、明細記

載義務がない光熱水費や事務所費などの経常経費として、本来別の目的の支出を計上しているのでは

ないか、あるいは組織活動費や調査研究費などの政治活動費であっても１件あたり５万円未満の支出

として明細記載義務を免れているのではないか等の指摘がなされてきました。 

 

このため、今般の政治資金規正法の改正により、 

・ 収支報告書の支出の明細記載対象項目を人件費以外の全ての項目に拡大 

・ 収支報告書の支出の明細記載基準額を１万円超まで引下げ 

の措置が講じられ、支出の明細について、経常経費（人件費を除く。）か政治活

動費かによらず、１件１万円を超える支出は同じように国民の前に明らかにされ

る状況となります（注４）。 

 また、１件１万円以下の支出（人件費を除く。）についても、少額領収書等の

写しの開示制度が創設されました。 

 

（注４）収支報告書の記載義務違反や虚偽記載には罰則の適用もありますが、経常経費（人件費を除く。）

も政治活動費も明細記載基準額が同じになりましたので、どちらの項目に記載するかによって義務違

反が生じる生じないといった問題は解消されたことになります。 
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 加えて、収支報告書に明細の記載を義務付けられていない人件費についても、

国会議員関係政治団体はそのすべての支出について登録政治資金監査人による政

治資金監査（注５）を受けることが義務付けられ、会計帳簿その他のチェックが行

われることから、いわば国民に代わって外部性を有する第三者であり、職業的専

門家でもある登録政治資金監査人が確認する制度となっているところです。 

 

（注５） 登録政治資金監査人による政治資金監査 

  ① 今回の政治資金規正法の改正において、収支報告の適正の確保の観点から国会議員関係政治団体

が収支報告書を提出する際に、政治資金監査が義務づけられました。 

  ② 政治資金監査を行うのは、政治資金適正化委員会に登録政治資金監査人として登録を受けた弁護

士、公認会計士及び税理士とされ、また、登録政治資金監査人は、政治資金監査の実施に当たって

は、政治資金適正化委員会が行う政治資金監査に関する研修を修了することが要件とされていま

す。 

 

これにより、収支報告の適正の確保と透明性の向上が図られることとなります

が、他方、対象となる国会議員関係政治団体については、会計事務や政治資金監

査、収支報告に至る各種の事務処理の増大の懸念、ひいてはそれが政治活動の自

由の妨げとなるのではないかといった懸念も指摘されたところです。 

 

このため、国会議員関係政治団体の事務負担の軽減に資するよう、もって新た

な制度が円滑に施行されるよう、このたびこの手引を作成したところです。 

 

   この手引では、国会議員関係政治団体の平成２１年における政治活動に伴う

日々の会計帳簿の記載や領収書等の管理に始まり、収支報告書の提出と少額領収

書等に係る情報公開請求への対応に至るまでの事務処理を念頭に解説していま

す。できるだけ分かりやすいものとなるよう努めましたが、なおお気づきの点な

どはご指摘頂ければ幸いです。 
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４．手引の使い方 

 

この手引は国会議員関係政治団体の会計責任者の方をはじめとする会計事務に

携わる方々が利用されることを念頭に作成しております。 

 

まず、６ページ以下の「５．国会議員関係政治団体の収支報告の流れ」をご確

認頂き、事務全体の流れをつかんで頂いてから、必要に応じて各事項の詳細が記

載されている部分をご覧頂くことをお勧めします。 

 

また、日々の会計処理のなかで、個別具体の事例に即してご利用頂けるよう意

を用いております。収入簿や支出簿などの会計帳簿の記載と収支報告書における

記載とは、経費等の性質の分類における考え方は同じですので、日々の国会議員

関係政治団体の政治活動に伴う会計帳簿の記載などの際に疑問や不明な点が生じ

た場合には、５０ページ以下の「Ⅲ．収支報告書等の作成 Ｂ）記載方法及び記

載例」の該当箇所を中心にご覧頂くという使い方が出来ます。 

 

なお、今日の政治資金規正法には長い経緯があり、その基本的な考え方と、今

回の大改正の意味をご理解頂くことが、より的確で容易な事務処理につながるも

のと考えますので、その意味で、是非、「Ⅰ．はじめに」「Ⅱ．会計帳簿の備付

け及び記載」「Ⅲ．収支報告書等の作成 Ａ）概説」などにも一度、目を通して

頂きたいと思います。 

 

収支報告の最大の意義は、政治活動の自由の保障との兼ね合いを図りつつ、政

治資金の収支の状況を国民の前に明らかにし、これに対する是非の判断は国民に

委ねることにより政治資金の明朗化を図ることにあるのですから、政治団体の政

治活動の決算書ともいうべき収支報告書が国民から見て分かりやすくあらわされ

ていることが重要です。 

 

この度の法改正において、国会議員関係政治団体については、収支報告書の支

出の明細記載対象の項目の拡大と基準額の大幅な引き下げが行われたことによ

り、経常経費（人件費を除く。）も政治活動費も記載基準額は１件１万円超とな

り、個々の支出の記載に当たって「どの項目とするか」の判断により法的な取扱
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いには差が生じないこととなりました。 

その意味で不透明等の批判は生じにくい制度となりましたので、今後は、ある

支出をどの項目として記載するかという問題は、前記のような収支報告の意義に

照らせば、国民から見た分かりやすさの問題と言っても良いと思います。 

 

現在の収支報告書の支出に係る様式は、支出の目的によってまず大きく経常経

費と政治活動費に分かれ、経常経費については経費の性質などに応じて人件費等

の４項目が、政治活動費については、その目的に応じて組織活動費等の６項目が

示されています。 

従って、同じ物品の購入でも、その目的などによって分類項目が異なることと

なり、これまでは、経常経費であれば明細の記載義務はないが、政治活動費であ

ればその義務があることとなるなど、会計事務に携わる方々が頭を痛める場面も

多かったことと思いますが、今後は、１万円超の支出であれば、どの項目として

扱おうが、人件費を除けば全て収支報告書へ記載しなければならない点では同様

となります。 

 

この手引は、法令レベルでは規定されていないような支出の記載方法について

もこれまでの扱いのなかから国民から見て比較的分かりやすいと思われる代表的

な記載方法を示すことに努めました。また、お問い合わせが多い点、注意が必要

と思われる点などについては、目に留まりやすいよう工夫しております。 

  会計事務に携わる方々の事務処理の一助となることを念願しています。 
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年 月 日 会 計 責 任 者 の 事 務 等 

平成２１年 

 １月１日～ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１２月３１日 

 

 

  
 

１．会計責任者の領収書等の徴収義務等 

   会計経理や収支報告に厳正を期するため、会計責任者等に対

し、領収書等の徴収義務が課されています。このため、国会議

員関係政治団体の会計責任者等は、１円以上すべての支出の領

収書等を徴収しなければなりません。また、国会議員関係政治

団体のために寄附を受けた者や支出をした者等は、その明細書

等を会計責任者に提出することが義務付けられています。 

 （注意）領収書等の保存 

   領収書等を保存する際は、次のような点を前提とした分類整

理が必要です。 

・ 政治資金監査の対象となっていること 

・ 収支報告書の添付書類として領収書等（１万円超の支出に

係るもの）の写しを提出する際は、支出の項目ごとに分類し

なければならないこと 

・ 収支報告後の少額領収書等（１万円以下の支出に係るもの）

の写しについて開示請求がなされた場合、支出の項目ごとに

分類し、提出しなければならないこと 

 

２．会計責任者による会計帳簿への記載 

   会計責任者は、収入や支出について、会計帳簿に必要事項を

記載し、政治資金の状況を常に明確にさせておきます。 

 

３．会計帳簿の締切り 

   １２月３１日（解散等の場合には、その日）現在で会計帳簿

を締め切り、会計責任者において署名押印します。 

 

  

５．国会議員関係政治団体の収支報告の流れ（平成２１年分） 

会計帳簿の備付け及び記載 
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年 月 日 会 計 責 任 者 の 事 務 等 

平成２２年 

 １月１日～ 

 

 

 

 

 

 

 

平成２２年 

～５月３１日 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

  会計責任者は、会計帳簿に基づき、収支報告書、徴難明細書、

支出目的書を作成します。 

 

  
 

  会計責任者は、収支報告書、会計帳簿等について登録政治資金

監査人による政治資金監査を受けます。 

 

  
 

  会計責任者は、５月３１日までに、収支報告書、領収書等の写

し等、登録政治資金監査人が作成した政治資金監査報告書を都道

府県の選挙管理委員会（以下、単に「都道府県選管」といいます。）

又は総務大臣（都道府県選管経由）に提出することとされていま

す。 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

収支報告書等の作成 

政治資金監査 

収支報告書等の提出 

所 管 庁 に よ る 収 支 報 告 書 の 形 式 審 査 及 び 要 旨 公 表 の 準 備
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年 月 日 会 計 責 任 者 の 事 務 等 

平成２２年 

１１月３０日 

までに 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成２５年 

１１月３０日 

まで 

  

  

 

１．会計帳簿等の保存義務 

   会計責任者は、収支報告書の要旨が公表された日から３年

間、会計帳簿、明細書、領収書等、振込明細書等を保存しなけ

ればなりません。 

 

２．少額領収書等の写しの開示請求等への対応 

   何人も要旨公表された日から３年間、次の請求ができます。

   ① 収支報告書等の閲覧、写しの交付    

   ② 領収書等の写しの開示（１件１万円超）      

   ③ 少額領収書等の写しの開示（１件１万円以下） 

                    

   ①、②は既に行政庁に提出済みのものであり、行政庁限りで

対応されるものですが、③は収支報告書の要旨の公表後、開示

請求があって初めて国会議員関係政治団体が提出しなければ

ならないものです。 

   ③の開示請求があった場合、行政庁から国会議員関係政治団

体に対し、少額領収書等の写しの提出命令がなされ、原則とし

て、命令後２０日以内に行政庁に提出しなければなりません。

 

３．保存義務等の終了 

  ・ 国会議員関係政治団体の会計帳簿等の保存義務期間終了 

  ・ 総務大臣、都道府県選管に対し、開示請求等をすることが

できる期間の終了 

会計帳簿等の保存義務等 

収支報告書の要旨の公表 

総務大臣又は都道府県選管は、１１月３０日までに、収支

報告書の要旨を官報又は公報への掲載等により公表します。
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Ⅱ．会計帳簿の備付け及び記載 

 

１．会計責任者の領収書等の徴収義務等 

 

  政治団体の会計経理は、基本的には、団体の内部事務であり、団体内部で定め

た経理処理の方法にしたがって行われるべきものですが、政治資金規正法（以下、

単に「法」といいます。）は、その目的である政治資金の収支の公開が適切に行

われるよう、会計責任者等に一定の義務を課しています。 

 

(1) 領収書等の徴収義務 

  国会議員関係政治団体の会計責任者は、1 件１円以上すべての支出の領収書等

を徴収しなければなりません（人件費に係る支出も対象となります。）。 

 

(2) 第三者の明細書の提出義務等（１０ページ参照） 

代表者や会計責任者と意思を通じて、国会議員関係政治団体のために寄附を受

けた者や支出をした者等（第三者）には、次のような義務が課されています。 

① 収入における法定の手続き 

次のような場合に、必要事項を記載した書面を会計責任者に提出しなければ

なりません。 

・ 寄附を受けた場合 

   ・ 寄附のあっせんをした場合 

   ・ 政治資金パーティーの対価の支払のあっせんをした場合 

 

 ② 支出における法定の手続き 

   ・ １件１円以上のすべての支出の領収書等を徴収しなければなりません。 

     ・ １件１円以上のすべての支出の領収書等、振込明細書を会計責任者に送

付しなければなりません。 

   ・ １件１円以上のすべての支出について支出を受けた者の氏名等必要事項

を記載した明細書を会計責任者に提出しなければなりません。 
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 第 三 者 が 会 計 責 任 者 に 提 出 す べ き 書 面 等 

 

 

書面提出が 

必要な場合 

提出 

期限 

提出する書面等 

書面 書面の記載事項 

 

 

 

 

収 

 

 

入 

 

 

 

 

 

寄附を受けた 

場合 

 

 

７日 

以内 

 

 

明細書 

 

 

 

・寄附者の氏名、住所、職業 

（団体にあっては、名称、主たる事務所の所

在地、代表者の氏名） 

・金額、年月日 

寄附のあっせん

をした場合 

 

 

 

７日 

以内 

 

 

 

明細書 

 

 

 

 

・寄附者とあっせん者の氏名、住所、職業 

（団体にあっては、名称、主たる事務所の所

在地、代表者の氏名） 

・寄附の金額、年月日 

・あっせんに係る金額、集めた期間 

政治資金パーテ

ィーの対価の支

払のあっせんを

した場合 

７日 

以内 

 

 

 

明細書 

 

 

 

 

・支払者とあっせん者の氏名、住所、職業 

（団体にあっては、名称、主たる事務所の所

在地、代表者の氏名） 

・支払われた対価の金額、年月日 

・あっせんに係る金額、集めた期間 

 

 

支 

 

 

出 

 

 

支出をした場合 

 

領収書等の 

徴収義務が 

あります。 

 

 

 

直ち

に 

 

 

領収書

等 

・支出の目的、金額、年月日 

 

振込明

細書 

・支出の金額、年月日 

 

７日

以内 

 

 

明細書 

 

 

 

・支出を受けた者の氏名、住所 

（団体にあっては、名称、主たる事務所の所

在地） 

・支出の目的、金額、年月日 

 ※ 上記のほか、資金管理団体である場合に代表者が特定寄附（１５ページ参照）

をしたときは、代表者から会計責任者への通知が必要です。 
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２．会計責任者による会計帳簿への記載 

 

 会計責任者は、政治団体における政治資金の収支の状況を常に把握しておくた

めに、会計帳簿を備え、すべての「収入」、「支出」、「金銭等の運用」につい

て、所定の事項を記載しなければなりません。 

 会計帳簿を備えない、記載すべきことを記載しない、虚偽の記載をする、とい

った行為は法に触れることになります。 

 なお、会計帳簿の種類は、収入簿、支出簿、運用簿の三種類とされています。 

 

 (1) 収入簿 

  ① 記載事項 

収入簿には、政治団体の「すべての収入」及びその収入を「個人が負担す

る党費又は会費」、「寄附」、「機関紙誌の発行その他の事業による収入」、

「借入金」、「本部又は支部から供与された交付金に係る収入」、「その他

の収入」の６項目に分類した上で、それぞれ、１３、１４ページの表にある

一定の事項を１９～２１ページの様式の区分に従って記載することとされて

います。 

 

  ② 記載しなければならない「収入」とは 

「収入」とは、金銭、物品その他の財産上の利益の収受をいいます。財産

上の利益とは金銭、物品に限らず、債務の免除、金銭・物品の無償貸与、労

務の無償提供などおよそこれを受ける者にとって、財産的価値のある一切の

ものをいいます。なお、金銭以外の財産上の利益については、これを時価に

見積もった金額を記載することとされています。また、「収入」の定義から

は、政治資金の運用に係る金銭等（元本）は除かれています。 
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ポイント１   

  法人が負担する党費又は会費については、法により、寄附とみなされます。し

たがって、法による寄附の量的制限や質的制限の対象となります。 

 

 

ポイント２   

利用の実態において、対価を支払うことが社会通念上相当であるようなときに、

事務所、労務、物品等を無償提供されている場合においては、これらの対価に相

当する金額について、「金銭以外のものによる寄附」を受けたものと考えられる

ため、会計帳簿や収支報告書に、「寄附」として記載する必要があります。 

なお、会社、労働組合等の団体は、政党（政党支部も含む。）及び政治資金団

体以外の者に対しては、政治活動に関する寄附をしてはならず、また、これに違

反してされる寄附を受けることも禁止されていますが、「金銭以外のものによる

寄附」もこの規制の対象となります。 
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収 入  簿  の  記  載  事  項 

項  目 記   載   事   項 

個人が負担する

党費又は会費 

 

・ 件数、金額、納入年月日 

※ 法人等が負担する党費又は会費については、法により、

寄附とみなされますので、下の「寄附」に区分します。 

 

寄附 

 

 

 

 

 

 

寄附 

（政党匿

名寄附以

外のもの）

・ 寄附者の氏名、住所、職業（団体にあっては、名称、主

たる事務所の所在地、代表者の氏名） 

・ 金額（金銭以外の財産上の利益は、時価に見積もった金

額）、年月日 

・ 特定寄附(注1)である場合にはその旨（資金管理団体に限

られます。） 

・ 寄附をした者が上場・外資５０％超(注2)の会社である場

合にはその旨（みなし１号団体（政党支部）に限られます。）

 

○ 寄附のうちあっせんによるものがあるとき 

・ 寄附のあっせん者の氏名、住所、職業（団体にあって

は、名称、主たる事務所の所在地、代表者の氏名） 

・ 寄附のあっせんに係る寄附の金額、集めた期間、国会

議員関係政治団体に提供された年月日 

 

政党匿名

寄附(注3) 

 

（同一の日に同一の場所で受けた寄附ごとに） 

・ 金額の合計額、年月日、場所 

（みなし１号団体（政党支部）に限られます。） 

 

機関紙誌の発行

その他の事業に

よる収入 

 

 

 

・ 事業の種類、種類ごとの金額、収入年月日 
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○ 政治資金パーティー(注4)の対価に係る収入があるとき 

（政治資金パーティーごとに） 

・ その名称、開催年月日、開催場所、対価に係る収入の

金額 

・ 対価の支払をした者の氏名、住所、職業（団体にあっ

ては、名称、主たる事務所の所在地、代表者の氏名） 

・ 対価の支払に係る収入の金額、年月日 

 

○ 政治資金パーティーの対価に係る収入のうちあっせん

によるものがあるとき 

 （政治資金パーティーごとに） 

 ・ その名称、開催年月日、開催場所、対価に係る収

入の金額 

・ 対価の支払のあっせんをした者の氏名、住所、職

業（団体にあっては、名称、主たる事務所の所在地、

代表者の氏名） 

・ 対価の支払のあっせんに係る収入の金額、集めた

期間、国会議員関係政治団体に提供された年月日 

 

借入金 ・ 借入先、借入先ごとの金額、借入年月日 

 

本部又は支部か

ら供与された交

付金に係る収入 

・ 交付金を供与した本部又は支部の名称、主たる事務所の

所在地、代表者の氏名 

・ 金額、年月日 

 

その他の収入 ・ 利子収入などその基因となった事実、金額、年月日 
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(注 1)「特定寄附」、「資金管理団体」とは 

 「特定寄附」とは、公職の候補者（公職にある者及び公職の候補者に

なろうとする者を含みます。以下同じです。）が、その者が公職の候補

者である間に政党から受けた政治活動に関する寄附に係る金銭等の全部

又は一部に相当する金銭等を自らの資金管理団体に取り扱わせるため当

該資金管理団体に対してする寄附のことをいいます。 

 

「資金管理団体」とは、公職の候補者が、その者のために政治資金の

拠出を受けるべき政治団体として、その者が代表者である政治団体のう

ちから指定した政治団体（１団体に限ります。）をいいます。 

 なお、国会議員に係る公職の候補者の資金管理団体は、同時に、国会

議員関係政治団体にも該当することとなります。 

 

 資金管理団体の指定の効果としては、概ね次のようなものがあります。

・ 特定寄附については、寄附の量的制限（総枠制限、個別制限）に関

する規定の適用がありません。 

・ 特定寄附以外に、公職の候補者が自らの資金管理団体に対してする

寄附については、寄附の量的制限のうち個別制限（１５０万円）に関

する規定の適用はないものとされ、政党・政治資金団体以外の政治団

体に対する個人による寄附の総枠制限（１，０００万円）の範囲内に

おいて寄附することが出来ます。 

・ 公職の候補者は、選挙前一定期間、自己の後援団体に寄附すること

が禁止されていますが、自らの資金管理団体に対してする寄附は差し

支えありません。 
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(注 2)「上場・外資５０％超」とは 

法第２２条の５第１項本文の規定により、外国人、外国法人又はその

主たる構成員が外国人若しくは外国法人である団体その他の組織（上場

株式会社にあっては、外国人又は外国法人が発行済株式の総数の過半数

に当たる株式を保有していたもの）から政治活動に関する寄附を受ける

ことは、禁止されています。 

 ただし、この例外として、外国人又は外国法人が発行済株式の総数の

過半数に当たる株式を保有していても、日本法人であって、その発行す

る株式が５年以上継続して上場されているもの等については、政治活動

に関する寄附が認められており、当該日本法人からの寄附については、

収支報告書の備考欄に「上場・外資５０％超」と記載することとなって

います。 

 なお、この上場・外資５０％超の会社が寄附をするときは、上場・外

資５０％超である旨を寄附を受ける政治団体に通知することとされてい

ます。 

 

 

(注 3)「政党匿名寄附」とは 

法では、政治資金の収支の公開を通じて政治活動の公明と公正を確保

しようとする法の目的等から、匿名による政治団体への寄附を禁止して

います。ただし、匿名寄附であっても次に掲げる要件のすべてを満たし

た寄附については、例外的に認められ、この寄附を「政党匿名寄附」と

いいます。 

・ 政党又は政治資金団体に対してする寄附 

・ 街頭又は一般に公開される演説会若しくは集会の会場において行わ

れる寄附 

・ １件あたりの金額が、１，０００円以下の寄附 
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(注 4)「政治資金パーティー」、「特定パーティー」とは 

「政治資金パーティー」とは、対価を徴収して行われる催物で、当該

催物の対価に係る収入の金額から当該催物に要する経費の金額を差し引

いた残額を当該催物を開催した者又はその者以外の者の政治活動に関し

支出することとされているものをいいます。 

 また、政治資金パーティーのうち当該政治資金パーティーの対価に係

る収入の金額が１，０００万円以上であるものを「特定パーティー」と

いいます。特定パーティー又は特定パーティーになると見込まれる政治

資金パーティーについては、収支報告書に個別に明細の記載が必要とな

ります。 

なお、政治団体以外の者が特定パーティーになると見込まれる政治資

金パーティーを開催する場合には、政治団体とみなされ、収支報告書の

提出などが必要となります。 
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【よくあるご質問】寄附の制限等 

Ｑ 法による寄附の制限等はどのようなものがありますか。 

Ａ 法で定められた寄附の制限等については、下の図のようなものがあり

ます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

個々の制限のあらましについては、総務省のホームページ 

（http://www.soumu.go.jp/senkyo/seiji_s/news_seiji/pdf/seijishikinkiseihou_all.pdf）

 をご覧下さい。 

 

 

 

 

 

 

  

①会社等のする寄附の制限 

②公職の候補者の政治活動に関する寄附の制限 

①総枠制限 

②個別制限 

③政治資金パーティーの対価の支払に関する制限 

①補助金等を受けている会社等 

②赤字会社 

③外国人・外国法人等 

④他人名義・匿名 

による寄附禁止 

①寄附のあっせんに係る威迫的行為の禁止 

②意思に反するチェック・オフの禁止 

③寄附等への公務員の関与制限       等 

寄 附 者 と 寄 附 の

対象者による制限

寄附の量的制限等

寄 附 の 質 的 制 限

そ の 他 公 正 な

流 れ を 担 保 す る

た め の 措 置

運 用 の 制 限

政

治

資

金

の

授

受

の

規

正

等
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収入簿の様式（政治資金規正法施行規則別記第６号様式） 

１ 収入簿 

項    目 摘  要 金 額 年月日 備 考 
１ 個人の負担する党費又は会費 
 
 
 
 
 
 
２の１ 寄附（政党匿名寄附を除く。） 
(1) 個人からの寄付  
 
 
 
 
 
 
 (2) 法人その他の団体からの寄附 
 
 
 
 
 
 
(3) 政治団体からの寄附 
 
 
 
 
 
 
 
 
（寄附のうち寄附のあっせんによるもの）
 
(1) 個人によるもの 
 
 
 
 
 
 
 
 (2) 法人その他の団体によるもの 
 
 
 
 
 
 
(3) 政治団体によるもの 
 
 
 
 
 
 

 
１ 何 々
２ 何 々

・ 
・ 
・ 
・ 
・ 

合 計 
 
 
 

１ 何 々
２ 何 々

・ 
・ 
・ 
・ 
・ 

小 計 
 

１ 何 々
２ 何 々

・ 
・ 
・ 
・ 
・ 

小 計 
 
 

１ 何 々
２ 何 々

・ 
・ 
・ 
・ 
・ 

小 計 
 
合 計 
 
 
 
 

１ 何 々
２ 何 々

・ 
・ 
・ 
・ 
・ 

小 計 
 
 

１ 何 々
２ 何 々

・ 
・ 
・ 
・ 
・ 

小 計 
 
 

１ 何 々
２ 何 々

・ 
・ 
・ 
・ 
・ 

 小 計 
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２の２ 政党匿名寄附 
 
 
 
 
 
 
３ 機関紙誌の発行その他の事業による
収入 

(1) 機関紙誌の発行事業  
 
 
 
 
 
 
 
 (2) 政治資金パーティー開催事業 
 
 
 
 
 
 
 

政治資金パーティーの対価に係る 
収入の内訳 

 
 
 
  ア 個人からの対価の支払 
 
 
 
 
 
  イ 法人その他の団体からの対価の

支払 
 
 
 
 
 

ウ 政治団体からの対価の支払 
 
 
 
 
 
 
 
政治資金パーティーの対価に係る 
収入のうち対価の支払のあっせん 
によるものの内訳 

 
  ア 個人によるもの 
 
 

（合 計）
 
 

１ 何 々
２ 何 々

・ 
・ 
・ 
・ 
・ 

合 計 
 
 
 
 

１ 何 々
２ 何 々

・ 
・ 
・ 
・ 
・ 

小 計 
 
 

１ 何 々
２ 何 々

・ 
・ 
・ 
・ 
・ 

小 計 
 
 
 
 
 

(1) 何  々
 
 

① 何 々
② 何 々

・ 
・ 
・ 
・ 
・ 

 
 
① 何 々
② 何 々

・ 
・ 
・ 
・ 
・ 

 
 

① 何 々
② 何 々

・ 
・ 
・ 
・ 
・ 
計 

 
 
 
 
 

 
① 何 々
② 何 々
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  イ 法人その他の団体によるもの 
 
 
 
 
 

ウ 政治団体によるもの 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(3) その他の事業 
 
 
 
 
 
 
 
 

４ 借入金 
 
 
 
 
 
 
 
５ 本部又は支部から供与された交付金
に係る収入 

 
 
 
 
 
 
６ その他の収入 
 
 
 

・
・ 
・ 
・ 
・ 
 
 

① 何 々
② 何 々

・ 
・ 
・ 
・ 
・ 
 
 

① 何 々
② 何 々

・ 
・ 
・ 
・ 
・ 

(内訳の計)
 
 
(2) 何  々

・ 
・ 
・ 
・ 
・ 

(内訳の計)
 
 
 
１ 何 々
２ 何 々

・ 
・ 
・ 
・ 
・ 

小 計 
 

合 計 
 
 

１ 何 々
２ 何 々

・ 
・ 
・ 
・ 
・ 

合 計 
 
 
 

１ 何 々
２ 何 々

・ 
・ 
・ 
・ 
・ 

合 計 
 
 

１ 何 々
２ 何 々

・ 
・ 
・ 
・ 
・ 

合 計 
     収  入  の  総  額          
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 (2) 支出簿 

  ① 記載事項 

支出簿には、政治団体のすべての支出とその支出を１０項目に分類した上

で、それぞれ、 

   ・ 支出を受けた者の氏名、住所 

（団体にあっては、名称、主たる事務所の所在地） 

   ・ 支出の目的、金額、年月日 

   を記載することとされています。 

 

  ② 記載しなければならない「支出」とは 

「支出」とは金銭、物品その他の財産上の利益の供与又は交付をいいます。

財産上の利益とは金銭、物品に限らず、債務の免除、金銭・物品の無償貸与、

労務の無償提供などおよそこれを受ける者にとって、財産的価値のある一切

のものをいいます。なお、金銭以外の財産上の利益については、これを時価

に見積もった金額を記載することとされています。また、「支出」の定義か

らは、政治資金の運用に係る金銭等（元本）は除かれています。 

 

  ③ 支出の分類 

「支出」の分類については、大きくは、経常経費（政治団体が団体として

存続していくために恒常的に必要な経費）と政治活動費（政治上の主義、施

策の推進、支持、反対又は公職の候補者の推薦、支持、反対等の政治活動を

行っていくための活動に要する経費）に区分します。 

さらに、経常経費であれば、「人件費」、「光熱水費」、「備品・消耗品

費」、「事務所費」の４項目に、政治活動費であれば、「組織活動費」、「選

挙関係費」、「機関紙誌の発行その他の事業費」、「調査研究費」、「寄附・

交付金」、「その他の経費」の６項目に分類することとされています。 

仮に、金銭の支出により得た物品やサービスが外形的に同じものであった

としても、政治団体として、その物品やサービスがどのような目的で必要で

あったか、などにより分類される項目は異なります。政治団体の会計責任者

等は、物品やサービスがどのような目的で必要なのかを把握し、金銭の支出

については、分類基準にのっとり、その実態に応じて、いずれかの支出項目

に適切に分類して下さい。 
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ポイント１   

  支出項目の分類については、まずは、次のいずれに当てはまるのかを区分して 

下さい。 

 ○経常経費…… 政治団体が団体として存続していくために恒常的に必要な経費 

  ○政治活動費… 政治上の主義、施策の推進等や公職の候補者の推薦等の政治活

動を行っていくための活動に要する経費 

 

ポイント２   

  次に、２４、２５ページの分類の基準（政治資金規正法施行規則別記第６号様

式：記載要領２(5)(6)）にのっとり、２７、２８ページの様式の区分に従って、

支出の性質、目的ごとに記載して下さい。 
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   支 出 項 目 の 分 類 の 基 準 

支 出 項 目 分 類 の 基 準 

○経常経費 

 

政治団体が団体として存続していくために恒常的に必要な経

費 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

人件費 

 

 

 

政治団体の職員（機関紙誌の発行その他の事業に従事する者

を除く。）に支払われる給料、報酬、扶養手当・通勤手当・

住居手当その他の諸手当の類及び健康保険料・労働保険料そ

の他の各種保険料の類    

光熱水費 電気、ガス、水道の使用料及びこれらの計器使用料等 

備品・ 

消耗品費 

 

机、椅子、ロッカー、複写機、自動車（事務所用に限る。）

等の備品の類及び事務用用紙、封筒、鉛筆、インク、事務服、

新聞、雑誌、ガソリン等の消耗品の類の購入費    

事務所費 

 

事務所の借料損料（地代、家賃）、公租公課、火災保険金等

の各種保険金、電話使用料、切手購入費、修繕料その他これ

らに類する経費で事務所の維持に通常必要とされるもの   
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支 出 項 目 分 類 の 基 準 

○政治活動費 

 

 

政治上の主義、施策の推進、支持、反対又は公職の候補者の

推薦、支持、反対等の政治活動を行っていくための活動に要

する経費 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

組織活動費 

 

 

当該政治団体の組織活動に要する経費（選挙に関するものを

除く。）で、例えば、大会費、行事費、組織対策費、渉外費、

交際費の類  

選挙関係費 

 

選挙に関して支出される経費で、例えば、公認推薦料、陣中

見舞その他選挙に関して行われる政治活動に要する経費の類

機関紙誌の 

発行その他 

の事業費 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ｱ)  機関紙誌の発行事業費 

 機関紙誌の発行事業に従事する者に支払われる給与、材料

費、印刷費、荷造発送費、原稿料その他機関紙誌の発行に要

する経費 

(ｲ)  宣伝事業費 

 機関紙誌の発行以外の政策の普及宣伝に要する経費(選挙

に関するものを除く。)で、例えば、遊説費、新聞・ラジオ・

テレビの広告料、ポスター・ビラ・パンフレットの作成費、

宣伝用自動車の購入・維持費の類 

(ｳ)  政治資金パーティー開催事業費 

 政治資金パーティーの開催に要する経費で、例えば、会場

借上費、記念品代、講演諸経費の類 

(ｴ)  その他の事業費 

 上記の(ｱ)、(ｲ)及び(ｳ)以外の諸事業に要する経費  

調査研究費 

 

政治活動のために行う調査研究に要する経費で、例えば、研

修会費、資料費、書籍購入費、翻訳代の類  

寄附・ 

交付金 

政治活動に関する寄附、賛助金、当該政治団体の本部又は支

部に対して供与した交付金、負担金の類 

その他の経

費 

その他上記以外の政治活動に要する経費  

 

－25－



 

 

【よくあるご質問】支出項目の分類 

Ｑ お茶やジュースなどの飲み物を購入した場合にどの支出項目に分類

すればいいのですか。 

Ａ 金銭の支出により得た物品やサービスが外形的に同じものであった

としても、政治団体として、その物品やサービスがどのような目的で

必要であったか、などにより分類される項目は異なります。 

  一般的な例としては、次のようなものが考えられます。 

  ・事務所の来客用として購入した場合    事務所費 

  ・集会や大会の出席者用として購入した場合 組織活動費 

   これら以外の支出項目へ分類することもあり得ると考えられます

が、いずれにしろ、政治団体の会計責任者等は、物品やサービスがど

のような目的で必要なのかを把握し、金銭の支出については、その実

態に応じて、適切に分類して下さい。 
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支出簿の様式（政治資金規正法施行規則別記第６号様式） 
２ 支出簿 

支 出 の 目 的 金 額 
 

年月日 
 

支出を受け
た者の氏名 

備 考
 項  目 摘 要 

１ 経常経費 
(1) 人 件 費  
 
 
 
 
 
 
 (2) 光 熱 水 費 
 
 
 
 
 
 
(3) 備品・消耗品費 
 
 
 
 
 
 
 
(4) 事 務 所 費  
 
 
 
 
 
 
 
 
２ 政治活動費 
 (1) 組 織 活 動 費 
 
 
 
 
 
 
(2) 選 挙 関 係 費 
 
 
 
 
 
 
(3) 機関紙誌の発行その

他の事業費  
  ア 機関紙誌の発行事

業費 
 
 
 

 
 
１ 何 々
２ 何 々

・ 
・ 
・ 
・ 
・ 

合 計 
 
 

１ 何 々
２ 何 々

・ 
・ 
・ 
・ 
・ 

合 計 
 
 

１ 何 々
２ 何 々

・ 
・ 
・ 
・ 
・ 

合 計 
 
 

１ 何 々
２ 何 々

・ 
・ 
・ 
・ 
・ 

合 計 
総 計 
 

 
 

１ 何 々
２ 何 々

・ 
・ 
・ 
・ 
・ 

合 計 
 
 

１ 何 々
２ 何 々

・ 
・ 
・ 
・ 
・ 

合 計 
 

 
 
 
１ 何 々
２ 何 々

・ 
・ 

 

－27－



 

 

 
 
 
  イ 宣伝事業費 
 
 
 
 
 
 
  ウ 政治資金パーティ

ー開催事業費 
 
 
 
 
 
 
 
  エ その他の事業費 
 
 
 
 
 
 
 
 
 (4) 調 査 研 究 費 

 
 
 
 
 

 
(5) 寄附・交付金 

 
 
 
 
 
 
 

(6) その他の経費 
 

 

・
・  

 小 計 
 
 
１ 何 々
２ 何 々

・ 
・ 
・ 
・ 
・ 

小 計 
 
 
 

１ 何 々
２ 何 々

・ 
・ 
・ 
・ 
・ 

小 計 
 
 

１ 何 々
２ 何 々

・ 
・ 
・ 
・ 
・ 

小 計 
合 計 
 
 

１ 何 々
２ 何 々

・ 
・ 
・ 
・ 
・ 

合 計 
 
 

１ 何 々
２ 何 々

・ 
・ 
・ 
・ 
・ 

合 計 
 
 

１ 何 々
２ 何 々

・ 
・ 
・ 
・ 
・ 

合 計 
総 計 

     支  出  の  総  額 
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 (3) 運用簿 

政治団体の有する金銭等の運用に関する事項について、法で認められた運用

方法ごとに区分して、それぞれ一定の事項を記載することとされています。 

「運用」とは金銭等を利殖その他の目的のために将来資金として回収するこ

とを前提に他の財産の形態に変えることをいい、政治資金規正法令では次の方

法に限定されています。 

① 銀行その他の金融機関への預金又は貯金 

② 国債証券、地方債証券、政府保証債権等の取得 

③ 金銭信託で元本補てん契約のあるもの 

運用簿には、３０ページの表にある一定の事項を３１ページの様式の区分に

従って、記載して下さい。 
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運 用 簿 の 記 載 事 項 

項  目 記   載   事   項 

預金又は貯金 

※ 次のものを

除く。 

・ 普通預金 

・ 当座預金 

・ 普通貯金 

 

 

 

○ 預け入れたとき 

 ・ 預金又は貯金の種類 

 ・ 金融機関の名称、所在地 

 ・ 金額、年月日 

 

○ 払戻しを受けたとき 

 ・ 預金又は貯金の種類 

 ・ 金融機関の名称、所在地 

 ・ 金額、年月日 

国債証券等 

 

 

 

 

 

 

 

○ 取得したとき 

 ・ 国債証券等の種類及び銘柄 

 ・ 取得先の名称、所在地（又は氏名、住所） 

 ・ 取得の価額、年月日 

 

○ 譲渡し、又は償還を受けたとき 

 ・ 国債証券等の種類及び銘柄 

 ・ 譲渡先の名称、所在地（又は氏名、住所） 

 ・ 譲渡又は償還の価額、年月日 

金銭信託 

 

 

 

 

 

 

 

○ 信託したとき 

 ・ 受託者の名称、所在地 

 ・ 信託した金銭の額 

 ・ 信託の設定年月日、期間 

 

○ 金銭信託が終了したとき 

 ・ 受託者の名称、所在地 

 ・ 委託者（国会議員関係政治団体）に帰属した金銭の額

 ・ 信託の終了年月日 
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運用簿の様式（政治資金規正法施行規則別記第６号様式） 

３ 運用簿 

運 用 の 目 的 

 

預入れ等に

係る事項 

払戻し等に係る事項 

 

 

 

備考

 

 

 

項   目 

 

 

摘  要 

 

 

金額 

 

 

年月

日 

 

金額

(ａ) 

預入れ等に

係る金銭等

の金額  (ｂ)

収入金額 

(a)-(b) 

 

 

年月

日 

１ 預金又は貯金 

 

 

 
 

２ 国債証券等 

 

 

 

３ 金銭信託 

 

１ 何  々

２ 何  々
・ 
・ 
・ 
・ 
・ 

 

１ 何  々

２ 何  々
・ 
・ 
・ 
・ 
・ 

 

１ 何  々

２ 何  々
・ 
・ 
・ 
・ 
・ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３．会計帳簿の締切り 

 

会計帳簿は、３つの帳簿ともそれぞれ、毎年１２月３１日（解散等の場合は、

その日）現在で締め切り、会計責任者において署名押印することとされています。 
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Ⅲ．収支報告書等の作成 

 

Ａ）概説 

 

収支報告書とは、政治団体の収入、支出の総額やこれらの明細などを記載した報

告書をいい、毎年１２月３１日現在（解散等の場合には、その日現在）で作成され

るものです。この収支報告書は、当該政治団体の１年間の収入及び支出の状況等に

関する決算書ともいうべきものです。 

収支報告書については、１２月３１日までに作成された会計帳簿に沿って、その

会計処理の実態に即して作成されるべきものであり、提出に際しては、「真実に相

違ない」旨の宣誓書も併せて提出することとなっています。 

収支報告書の要旨は官報又は都道府県の公報によって公表されるとともに、収支

報告書そのものも閲覧又は写しの交付の対象となっており、収支報告書は、政治団

体の政治資金の収支を国民の前に公開するという政治資金規正法の目的から見て、

極めて重要な役割を担うものです。 

 ３３ページからの収支報告書の記載事項等についての概説を理解いただき、５０

ページ以下の記載方法及び記載例を参考にして、国民から見て分かりやすい収支報

告書等の作成に努めて下さい。 
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１．収支報告書に記載すべき事項 

 

収支報告書には、その年におけるすべての収入及び支出その他の事項について

次の(1)から(3)までにそれぞれ掲げるもの（これらの事項がないときはその旨）

を記載しなければなりません。なお、収入や支出の考え方は、会計帳簿における

ものと同じですので詳しくは、１１ページ～、２２ページ～をご覧下さい。 

 

 (1) 収入 

  ① 収入の総額 

「収入」とは、金銭、物品その他の財産上の利益の収受をいいます。財産

上の利益とは金銭、物品に限らず、債務の免除、金銭・物品の無償貸与、労

務の無償提供などおよそこれを受ける者にとって、財産的価値のある一切の

ものをいいます。なお、金銭以外の財産上の利益については、これを時価に

見積もった金額を記載することとされています。 

また、「収入」の定義からは、政治資金の運用に係る金銭等（元本）は除

かれています。 

 

② 収入の項目ごとの金額 

「収入」については、その基因となった事実により、「個人が負担する党

費又は会費」、「寄附」、「機関紙誌の発行その他の事業による収入」、「借

入金」、「本部又は支部から供与された交付金に係る収入」、「その他の収

入」の６項目に分類して記載します。 

なお、資金管理団体にあっては、特定寄附（１５ページ参照）の総額も併

せて記載します。 

 

③ 上記（①、②）のほか、次の事項 

  ３４～３６ページの表にある一定の事項を記載することとされています。 
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収 支 報 告 書  の  記  載  事  項 （ 収 入 ） 

項  目 記   載   事   項 

個人が負担する

党費又は会費 

 

・ 金額、納入者の数 

※ 法人等が負担する党費又は会費については、法により、

寄附とみなされますので、下の「寄附」に区分します。 

寄附 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

寄附 

（政党匿

名寄附以

外のもの）

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

政党匿名

寄附 

○ 同一の者からの寄附で、その金額の合計額が年間５万円

を超えるものがある場合 

 ・ 寄附者の氏名、住所、職業（団体にあっては、名称、

主たる事務所の所在地、代表者の氏名） 

 ・ 金額（金銭以外の財産上の利益は、時価に見積もった

金額）、年月日 

 ・ 特定寄附である場合にはその旨 

・ 寄附をした者が上場・外資５０％超の会社である場合

はその旨 

 ※ 年間５万円以下の寄附であっても、課税上の優遇措置

（３６ページ参照）を受けようとするものについては、

金額の多寡にかかわらず、次の事項を記載しなければな

りません。 

  ・ 寄附者の氏名、住所、職業 

  ・ 金額、年月日 

 

○ 寄附のうちあっせんによるもので、同一の者によってあ

っせんをされた金額の合計額が年間５万円を超えるもの

がある場合 

・ 寄附のあっせん者の氏名、住所、職業（団体にあって

は、名称、主たる事務所の所在地、代表者の氏名） 

・ 寄附のあっせんに係る寄附の金額、集めた期間、国会議

員関係政治団体に提供された年月日 

（同一の日に同一の場所で受けた寄附ごとに） 

・ 金額の合計額、年月日、場所 
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機関紙誌の発行

その他の事業に

よる収入 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・ 事業の種類、種類ごとの金額 

 

○ 特定パーティー又は特定パーティーになると見込まれ

る政治資金パーティーの対価に係る収入がある場合（１７

ページ参照） 

（これらのパーティーごとに） 

・ その名称、開催年月日、開催場所、対価に係る収入の

金額 

・ 対価の支払をした者の数 

 

○ 一の政治資金パーティーの対価に係る収入のうち、同一

の者からの対価の支払で、その金額の合計額が２０万円を

超えるものがある場合 

・ 対価の支払をした者の氏名、住所、職業（団体にあっ

ては、名称、主たる事務所の所在地、代表者の氏名） 

・ 対価の支払に係る収入の金額、年月日 

 

○ 一の政治資金パーティーの対価に係る収入のうち、同一

の者によって対価の支払のあっせんをされたもので、その

金額の合計額が２０万円を超えるものがある場合 

・ 対価の支払のあっせんをした者の氏名、住所、職業（団

体にあっては、名称、主たる事務所の所在地、代表者の

氏名） 

・ 対価の支払のあっせんに係る収入の金額、集めた期間、

国会議員関係政治団体に提供された年月日 

 

借入金 ・ 借入先、借入先ごとの金額 

 

本部又は支部か

ら供与された交

付金に係る収入 

・ 交付金を供与した本部又は支部の名称、主たる事務所の

所在地 

・ 金額、年月日 
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その他の収入 

 

 

 

１件当たりの金額（数回にわたってされたときは、その合計

金額）が１０万円以上のものがある場合 

・ その基因となった事実 

・ 金額、年月日 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【よくあるご質問】課税上の優遇措置 

Ｑ１ 個人が政治活動に関する寄附をした場合、どのような優遇措置がある

のですか。 

Ａ１ 個人献金にかかる優遇措置の内容は、個人が拠出した政治活動に関す

る寄附のうち一定の要件に該当するものについては、いわゆる所得控除と

して、寄附者の所得税の計算上、所得から一定額を控除することとされて

います。 

  また、政党・政治資金団体に対する個人の寄附については、税額控除制

度も設けられており、寄附者の課税所得ではなく、税額そのものから一定

額が控除されます。所得控除制度と税額控除制度はどちらかを選択するこ

ととなっています。 
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【よくあるご質問】課税上の優遇措置 

Ｑ２ どのような場合に、優遇措置が受けられるのですか。 

Ａ２ 次のような要件があります。 

 ① 個人の寄附 

   個人がする「政治活動に関する寄附」が対象です。 

 ② 寄附の相手方 

   国会議員関係政治団体に限っていえば次の政治団体です。 

  ・ みなし１号団体（政党支部） 

  ・ ２号団体（１号かつ２号に該当する政治団体も対象となります。）

③ 優遇措置の内容 

・ みなし１号団体（政党支部）の場合 

所得控除制度と税額控除のいずれかを選択できます。 

・ ２号団体 

 所得控除制度の適用を受けられます。ただし、公職の候補者が現職

でない場合は、選挙に立候補した日が属する年とその前年にされた寄

附のみが対象となります。 

③ 収支報告書への記載 

   国会議員関係政治団体が提出する収支報告書に優遇措置の適用を受

けようとする寄附者の氏名、住所、職業、寄附の金額、年月日が記載さ

れていることが必要です。寄附の金額が年間５万円以下であっても、優

遇措置の適用を受ける場合には、同様の記載が必要です。 

④ 適用除外 

  ・ 量的制限等法の規定に違反する寄附 

 ・ 寄附者に特別の利益が及ぶ寄附（個別には税務署で判断しますが、

例えば、議員が自己の資金管理団体に寄附をする場合などが考えられ

ます。）  

 

 

  

－37－



 

 

 (2) 支出 

  ① 支出の総額 

「支出」とは金銭、物品その他の財産上の利益の供与又は交付をいいます。

財産上の利益とは金銭、物品に限らず、債務の免除、金銭・物品の無償貸与、

労務の無償提供などおよそこれを受ける者にとって、財産的価値のある一切

のものをいいます。なお、金銭以外の財産上の利益については、これを時価

に見積もった金額を記載することとされています。 

また、「支出」の定義からは、政治資金の運用に係る金銭等（元本）は除

かれています。 

 

② 支出の項目ごとの金額 

「支出」については、大きくは、経常経費（政治団体が団体として存続し

ていくために恒常的に必要な経費）と政治活動費（政治上の主義、施策の推

進、支持、反対又は公職の候補者の推薦、支持、反対等の政治活動を行って

いくための活動に要する経費）とに区分します。さらに、経常経費であれば、

「人件費」、「光熱水費」、「備品・消耗品費」、「事務所費」の４項目に、

政治活動費であれば、「組織活動費」、「選挙関係費」、「機関紙誌の発行

その他の事業費」、「調査研究費」、「寄附・交付金」、「その他の経費」

の６項目に分類します。 

仮に、金銭の支出により得た物品やサービスが外形的に同じものであった

としても、政治団体として、その物品やサービスがどのような目的で必要で

あったかなどにより分類される項目は異なります。政治団体の会計責任者等

は、物品やサービスがどのような目的で必要なのかを把握し、金銭の支出に

ついては、分類の基準にのっとり、その実態に応じて、いずれかの支出項目

に適切に分類して下さい。 
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支 出 項 目 の 分 類 の 基 準 (再掲) 

支 出 項 目 分 類 の 基 準 

○経常経費 

 

政治団体が団体として存続していくために恒常的に必要な経

費 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

人件費 

 

 

 

政治団体の職員（機関紙誌の発行その他の事業に従事する者

を除く。）に支払われる給料、報酬、扶養手当・通勤手当・

住居手当その他の諸手当の類及び健康保険料・労働保険料そ

の他の各種保険料の類    

光熱水費 電気、ガス、水道の使用料及びこれらの計器使用料等 

備品・ 

消耗品費 

 

机、椅子、ロッカー、複写機、自動車（事務所用に限る。）

等の備品の類及び事務用用紙、封筒、鉛筆、インク、事務服、

新聞、雑誌、ガソリン等の消耗品の類の購入費    

事務所費 

 

事務所の借料損料（地代、家賃）、公租公課、火災保険金等

の各種保険金、電話使用料、切手購入費、修繕料その他これ

らに類する経費で事務所の維持に通常必要とされるもの   
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支 出 項 目 分 類 の 基 準 

○政治活動費 

 

 

政治上の主義、施策の推進、支持、反対又は公職の候補者の

推薦、支持、反対等の政治活動を行っていくための活動に要

する経費 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

組織活動費 

 

 

当該政治団体の組織活動に要する経費（選挙に関するものを

除く。）で、例えば、大会費、行事費、組織対策費、渉外費、

交際費の類  

選挙関係費 

 

選挙に関して支出される経費で、例えば、公認推薦料、陣中

見舞その他選挙に関して行われる政治活動に要する経費の類

機関紙誌の 

発行その他 

の事業費 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ｱ)  機関紙誌の発行事業費 

 機関紙誌の発行事業に従事する者に支払われる給与、材料

費、印刷費、荷造発送費、原稿料その他機関紙誌の発行に要

する経費 

(ｲ)  宣伝事業費 

 機関紙誌の発行以外の政策の普及宣伝に要する経費(選挙

に関するものを除く。)で、例えば、遊説費、新聞・ラジオ・

テレビの広告料、ポスター・ビラ・パンフレットの作成費、

宣伝用自動車の購入・維持費の類 

(ｳ)  政治資金パーティー開催事業費 

 政治資金パーティーの開催に要する経費で、例えば、会場

借上費、記念品代、講演諸経費の類 

(ｴ)  その他の事業費 

 上記の(ｱ)、(ｲ)及び(ｳ)以外の諸事業に要する経費  

調査研究費 

 

政治活動のために行う調査研究に要する経費で、例えば、研

修会費、資料費、書籍購入費、翻訳代の類  

寄附・ 

交付金 

政治活動に関する寄附、賛助金、当該政治団体の本部又は支

部に対して供与した交付金、負担金の類 

その他の経

費 

その他上記以外の政治活動に要する経費  
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③ 前記（①、②）のほか、次に掲げる事項 

    国会議員関係政治団体については、１件当たりの金額（数回にわたって支

払われたときは、その合計金額）が、１万円を超える支出（人件費以外）に

ついて、次の事項を記載することとされています。 

   ○ 支出を受けた者の氏名、住所 

    （団体にあっては、名称、主たる事務所の所在地） 

   ○ 支出の目的、金額、年月日 

 

 

  【参考】支出の明細の記載及び領収書等の写し等の添付の基準 

 

 

 

 

 

国会議員関係 

政治団体 

 

 

(平成21年分から)

資金管理団体 

（国会議員関係

政治団体以外） 

 

(平成20年分から) 

その他の政治団体

（国会議員関係

政治団体及び資

金管理団体以外）

 

○経常経費    

 

 

 

 

人件費 × × × 

光熱水費 １万円超 ５万円以上 × 

備品・消耗品費 １万円超 ５万円以上 × 

事務所費 １万円超 ５万円以上 × 

○政治活動費    

 

 

 

 

 

 

 

組織活動費 １万円超 ５万円以上 ５万円以上 

選挙関係費 １万円超 ５万円以上 ５万円以上 

機関紙誌の発行 

その他の事業費 

１万円超 

 

５万円以上 

 

５万円以上 

 

調査研究費 １万円超 ５万円以上 ５万円以上 

寄附・交付金 １万円超 ５万円以上 ５万円以上 

その他の経費 １万円超 ５万円以上 ５万円以上 

 ※ 「×」は記載・添付不要を表します。 

 ※ 年の途中に国会議員関係政治団体以外の政治団体の期間があった場合には、そ

の期間の記載・添付については政治団体の区分に応じ、右の欄の基準となります。 
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(3) 資産等 

    １２月３１日において有する資産等（下の表に掲げる資産及び借入金）に

ついて、当該資産等の区分に応じ、下の表に掲げる事項を記載することとさ

れています。 

 

収 支 報 告 書 の 記 載 事 項 （ 資 産 等 ） 

項  目 記   載   事   項 

土地 

 

・所在、面積、利用の現況（※） 

・取得の価額、年月日 

建物 

 

・所在、床面積、利用の現況（※） 

・取得の価額、年月日 

建物の所有を目的とする地上

権又は土地の賃借権 

・権利に係る土地の所在、面積、利用の現況（※）

・権利の取得の価額、年月日 

取得の価額が 

１００万円を超える動産 

・品目、数量 

・取得の価額、年月日 

預金又は貯金 

（普通預金、当座預金、普通貯

金を除く。） 

・預金又は貯金の残高 

 

 

金銭信託 ・信託している金銭の額、信託の設定年月日 

有価証券 ・種類、銘柄、数量 

・取得の価額、年月日 

出資による権利 ・出資先、出資先ごとの金額、年月日 

貸付先ごとの残高が 

１００万円を超える貸付金 

・貸付先、貸付残高 

 

支払われた金額が１００万円

を超える敷金  

・支払先 

・支払われた敷金の金額、年月日 

取得の価額が１００万円を超

える施設の利用に関する権利 

・種類、対象となる施設の名称 

・取得の価額、年月日 

借入先ごとの残高が 

１００万円を超える借入金 

・借入先、借入残高 

 

  （※）については資金管理団体に限り、記載が必要となります。 
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２．作成すべき添付資料 

 

  収支報告書を提出する際には、次の書面を併せて作成し、提出する必要があり

ます。 

  ① 領収書等の写し 

  また、領収書等を徴し難かった支出がある場合は、次の②又は③の書面を作成

し、併せて提出する必要があります。 

  ② 領収書等を徴し難かった支出の明細書（以下「徴難明細書」といいます。） 

  ③ 支出の目的を記載した書面（以下「支出目的書」といいます。）及び 

振込明細書の写し 

 

 

  これらは、収支報告書に支出の明細の記載が必要とされる個々の支出を証する

ための書類ですので、提出の基準は、収支報告書の明細の記載と同じ基準であり、

国会議員関係政治団体については、原則として１件１万円超の支出（人件費以外）

について、提出が必要です。 

また、国会議員関係政治団体については、領収書等について１円以上すべての

支出の徴収義務があるのと同様に、次の２つのことから、徴難明細書、支出目的

書についても１円以上すべての支出について作成する必要があります。 

 ・ 登録政治資金監査人による政治資金監査において、1 円以上すべての支出が

監査の対象となっていること 

・ 少額領収書等の写しの開示制度により、1円以上すべての支出（人件費以外）

が開示の対象となっていること 

なお、平成２０年分の収支報告からは領収書等の写し及び振込明細書の写しに

ついては、複写機により複写したものに限られます。 
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  【参考】支出の明細の記載及び領収書等の写し等の添付の基準（再掲） 

 

 

 

 

 

国会議員関係 

政治団体 

 

 

(平成21年分から)

資金管理団体 

（国会議員関係政

治団体以外） 

 

(平成20年分から) 

その他の政治団体

（国会議員関係

政治団体及び資

金管理団体以外）

 

○経常経費    

 

 

 

 

人件費 × × × 

光熱水費 １万円超 ５万円以上 × 

備品・消耗品費 １万円超 ５万円以上 × 

事務所費 １万円超 ５万円以上 × 

○政治活動費    

 

 

 

 

 

 

 

組織活動費 １万円超 ５万円以上 ５万円以上 

選挙関係費 １万円超 ５万円以上 ５万円以上 

機関紙誌の発行 

その他の事業費 

１万円超 

 

５万円以上 

 

５万円以上 

 

調査研究費 １万円超 ５万円以上 ５万円以上 

寄附・交付金 １万円超 ５万円以上 ５万円以上 

その他の経費 １万円超 ５万円以上 ５万円以上 

 ※ 「×」は記載・添付不要を表します。 

   ※ 年の途中に国会議員関係政治団体以外の政治団体の期間があった場合には、そ

の期間の記載・添付については政治団体の区分に応じ、右の欄の基準となります。 
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 ① 領収書等の写し 

   法における「領収書等」とは、「当該支出の目的、金額及び年月日を記載し

た領収書その他の支出を証すべき書面」のことです。 

   「支出を証すべき書面」ですので、いわゆる契約書や請求書などの支出が未

だ行われていない時点で発行されたものは、これに該当しません。 

   なお、平成２０年分の収支報告からは領収書等の写しについては、複写機に

より複写したものに限られます。 

 

 ② 徴難明細書 

   領収書等を徴し難い事情があったときは、①の領収書等の写しに代えて、次

の事項を記載した徴難明細書を提出する必要があります。 

  ・ 領収書等を徴し難い事情があった旨 

  ・ 支出の目的 

  ・ 金額 

  ・ 年月日 

 

 ③ 支出目的書及び振込明細書の写し 

領収書等を徴し難い事情があったときで、金融機関への振込みによる支出に

係るものについては、支出目的書と金融機関が作成した振込みの明細書（振込

明細書）の写しをもって、②の徴難明細書に代えることができます（②の場合

であっても、金融機関への振込みに係るものは、実務上振込明細書の写しの添

付がなされています。）。 

   なお、平成２０年分の収支報告からは振込明細書の写しについては、複写機

により複写したものに限られます。 
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【よくあるご質問】領収書関係 

Ｑ１ 法における「領収書等」は、当該支出の「目的」、「金額」、「年月日」

を記載した領収書その他の支出を証すべき書面とのことですが、これらの記

載すべき事項が記載されていない場合は、「領収書等」に該当しないのです

か。 

Ａ１ 法における「領収書等」は、当該支出の「目的」、「金額」、「年月日」

の三事項が記載されていなければなりませんので、１つでも欠ければ、法の

「領収書等」に該当しません。一般的な領収書において、「目的」とは「た

だし、○○代として」など何に支出されたのかが分かるような記載を、「金

額」とは当該支出の金額を、「年月日」とは当該支出の日付をいいます。 

 

Ｑ２ デパートやコンビニなどで発行されるレシートも「領収書等」として扱

われるのですか。また、レシートには、支出先の名称や住所が書いてないも

のもありますが、このような場合でも、「領収書等」に該当しますか。 

Ａ２ 法において「領収書等」とは、「当該支出の目的、金額及び年月日を記

載した領収書その他の支出を証すべき書面」と定められており、通常、レシ

ートにはこれらの項目が記載されていますので、法でいう「領収書等」に該

当します。 

  また、レシートに支出先の名称や住所が記載されていない場合でも、支出

 の目的、金額、年月日が記載され、支出が証されていれば、法の「領収書等」

に該当します。 

 

Ｑ３ 領収書等を紛失した場合は、「領収書等を徴し難い事情」に該当します

 か。 

Ａ３ このような場合は、領収書等を一度徴していますから、「領収書等を徴

し難い事情」には該当しません。 
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【よくあるご質問】領収書関係 

Ｑ４ 振込みの方法により支出した場合、金融機関から交付される振込明細書

は、領収書等に該当しますか。 

Ａ４ 金融機関から交付される振込明細書は、金融機関が政治団体から委任を

受けて一定金額を受け取ったことを証する書面にすぎず、「支出を受けた者」

からの領収書等には該当しないと解されます。 

  また、金融機関から交付される振込明細書は、領収書等の定義である「当

該支出の目的、金額及び年月日を記載した領収書その他の支出を証すべき書

面」という要件のうち、一般的に「支出の目的」が記載されていないことか

らも「領収書等」に該当しません。 

  このため、振込みによる支出で領収書等が交付されない場合には、「領収

書等を徴し難い事情があった場合」に該当するものとして、収支報告書の提

出の際に添付すべき「領収書等の写し」の代わりに、 

・「振込明細書の写し」と「支出目的書」 

又は 

・「徴難明細書（この場合であっても、実務上振込明細書の写しの添付がな

されています。）」 

の提出により対応していただくことになります。 

 

Ｑ５ 法人向け文具配送サービスなどのように、注文後即日配送され、月

に何度注文しても、支払いは月１回、領収書等はその１枚となっている

場合は、会計帳簿や収支報告書上の支出は、複数の分類項目にまたがる

にもかかわらず、領収書等は１枚となり、帳簿と領収書等が対応しない

こともありますが、どのように対応すべきですか。 

Ａ５ 領収書等の写しについては、収支報告書と併せて、支出の項目ごと

に分類して提出することとなっていることから、複数の支出項目にまた

がる場合は、領収書等に次の例のように付記するなどし、それを必要枚

数複写し、提出する方法があります。 

付記例）「うち備品・消耗品費    椅子購入費 ○○，○○○円 

                  文房具代  ○○，○○○円 

        組織活動費（大会費） 文房具代  ○○，○○○円」
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.【よくあるご質問】領収書関係 

Ｑ６ 政治家の秘書や配偶者が、選挙区外にある方の結婚披露宴や葬儀に出席

  して政治団体からの祝儀や香典を出した場合、領収書をもらうことができな

  いと思いますが、このような場合はどうしたら良いですか。 

Ａ６ ご質問のようなケースは、通常、「領収書等を徴し難い事情があった場

合」に該当するものとして、収支報告書の提出の際に添付すべき「領収書等

の写し」の代わりに、徴難明細書に必要事項を記載して対応していただくこ

とになります。 

  なお、一般に、「領収書等を徴し難い事情」とは、事実上または社会通念

上、客観的に領収書等を徴することが困難な場合をいい、具体的には、問の

ようなもののほか 

 ・ 支出を受けた者の死亡、会社の解散などの不可抗力によるもの 

 ・ 銀行振込、口座振替等の決済方法に基因するもの 

 などが考えられます。いずれにしても、「領収書等を徴し難い事情」に該当

するか否かの判断については、政治団体の会計責任者において、社会通念に

照らして適切に判断していただく必要があります。 
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Ｂ）記載方法及び記載例 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 記載例については、それぞれの様式ごとに分かりやすくするため、様式間に 

おいては、整合をとっていません。
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１．表紙（様式その１）の記載方法について 

(1) 「政治団体の名称」、「主たる事務所の所在地」、「代表者の氏名」及び「会

計責任者の氏名」の欄は、政治団体設立届により届け出た名称等（変更等があっ

た場合には、収支報告書の提出時点において異動届で届け出ている名称等）を記

載して下さい。また、「政治団体の名称」、「会計責任者の氏名」は様式（その

２０）の宣誓書のそれと一致するものです。 

(2) 「政治団体の区分」欄及び「活動区域の区分」欄の中の「□」内には、12 月 31

日現在で該当するものに「✓」を記入して下さい。 

(3) 「資金管理団体の指定の有無」欄の中の「□」については、12 月 31 日現在で

資金管理団体(１５ページ参照)として指定されていた場合には「有」の「□」に

「✓」を記入し、12 月 31 日現在で資金管理団体として指定されていなかつた場

合には「無」の「□」に「✓」を記入して下さい。さらに、「資金管理団体の指

定の有無」欄の中の「公職の種類」及び「資金管理団体の届出をした者の氏名」

は、12 月 31 日現在で資金管理団体として指定されていた場合にのみ記載して下

さい。 

(4) 「資金管理団体の指定の期間」欄には、12 月 31 日現在での資金管理団体の指

定の有無にかかわらず、当該年中において一部の期間のみ資金管理団体として指

定されていた場合に、その期間を記載して下さい。 

(5) 「国会議員関係政治団体の区分」欄の中の「□」については、「政治団体の区

分」欄の中の該当する「□」に「✓」を記入した上で、12 月 31 日現在で１号団

体（みなし１号団体も含まれます。）であった場合には「政治資金規正法第 19

条の７第１項第１号に係る国会議員関係政治団体」の「□」に「✓」を記入し、

12 月 31 日現在で２号団体であった場合には「政治資金規正法第 19 条の７第１項

第２号に係る国会議員関係政治団体」の「□」に「✓」を記入して下さい。 

  また、１号団体と２号団体の両方に該当していた場合には、それぞれ、記入し

て下さい。 

(6) 「国会議員関係政治団体に関する特例の適用期間」欄には、12 月 31 日現在で

の国会議員関係政治団体に関する特例規定の適用の有無にかかわらず、当該年中

において一部の期間のみ国会議員関係政治団体であった場合に、その期間を記載

して下さい。 
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【記載例】

第７号様式（第９条関係）

　 (　ふ　り　が　な　)

１ 　　　せいじけんきゅうかい □ □

○○政治研究会 □

２ □ □

東京都○○区○○町○丁目○番地 □

３

甲　川　一　郎

４ □ □

乙　川　次　郎

□ □

事務担当者の氏名 □

丙　川　三　郎 衆議院議員　東京都 □

　　　　（電話）（○○）△△△△－○○○○  公 職 の 種 類 第○区選挙区（現職）

丁　川　四　郎 公職の候補者

　　　　（電話）（○○）××××－△△△△ の　氏　名 甲　川　一　郎

甲　川　一　郎 衆議院議員　東京都

　　　　（電話）  公 職 の 種 類 第○区選挙区（現職）

年 月 日 から 年 月 日 から

年 月 日 まで 年 月 日 まで

政 治 団 体 の 区 分

活 動 区 域 の 区 分

資 金 管 理 団 体 の 指 定 の 有 無

政治資金規正法第19条の７第１項

第２号に係る国会議員関係政治団体

資金管理団体の指定の期間 国会議員関係政治団体に関する

資金管理団体の届
出をした者の氏名

政 党

政 治 資 金 団 体

特例の適用期間

２ 以 上 の 都 道 府 県 の 区 域 等 同 一 の 都 道 府 県 の 区 域 内

　有

そ の 他 の 政 治 団 体

　無

平成

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　平　成　２１　年　分

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（平成　　年　月　日開催分）

主たる事務所の所在
地

政治資金規正法第19条の７第１項

第１号に係る国会議員関係政治団体

平成平成

平成

(その１)

政 治 団 体 の 名 称

代 表 者 の 氏 名

国会議員関係政治団体の区分

政 党 の 支 部

政治資金規正法第18条の２第１項

の 規 定 に よ る 政 治 団 体

そ の 他 の 政 治 団 体 の 支 部

収　支　報　告　書

会 計 責 任 者 の 氏 名

１２月３１日時点の状況を記載して下さい

・ 名称等に変更等があった場合には、収支報告書の

提出時点において異動届で届け出ている名称等を

記載して下さい。

・ 主たる事務所の所在地は、政治団体の活動の

中心となる場所のことです。

期間中に異動があった場合にのみ記載して下さい。

１２月３１日時点の状況を記載して下さい。
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２．収支の総括表及び収入項目別金額の内訳（様式その２）の記載方法について 

(1) 個人が負担する党費又は会費については、その金額及びこれを納入した者の実

人数を記載して下さい。なお、法人その他の団体が構成員として負担する党費又

は会費は、政治資金規正法上は寄附とみなされます。 

(2) 寄附（法人その他の団体が負担する党費又は会費を含み、政党匿名寄附（１６

ページ参照）を除く。）については、「個人からの寄附」、「法人その他の団体

からの寄附」又は「政治団体からの寄附」に分類し、それぞれ項目ごとに総額を

記載し、寄附のうち寄附のあっせんに係るものについては、寄附の内書としてそ

の総額を記載して下さい。    

また、個人からの寄附のうち、特定寄附（１５ページ参照）については、個人

からの寄附の内書としてその総額を記載して下さい。なお、特定寄附については、

資金管理団体にのみ認められています。 

また、本部又は支部から供与された交付金に係る収入は、寄附には該当しない

ため、「政治団体からの寄附」に含めないで下さい。 

(3) 政党匿名寄附（１６ページ参照）については、その総額を記載して下さい。な

お、政党匿名寄附については、政党、政治資金団体にのみ認められています。 
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【記載例】

１　収支の総括表
十億 百万 千 円

2 8 1 6 1 3 0 0

5 2 1 4 3 0 0

2 2 9 4 7 0 0 0

1 3 7 0 5 2 0 0

1 4 4 5 6 1 0 0

２　収入項目別金額の内訳

　(1) 個人の負担する党費又は会費
十億 百万 千 円

1 5 0 0 0 0 0
人

1 5 0

　(2) 寄　附

 ア　寄附(イを除く。)の区分
十億 百万 千 円

(ｱ) 個　人　か　ら　の　寄　附 7 5 0 0 0 0 0
　　(　う　ち　特　定　寄　附　) 4 5 0 0 0 0 0
(ｲ) 法人その他の団体からの寄附 0
(ｳ) 政 治 団 体 か ら の 寄 附 8 2 0 0 0 0 0

小　計　　(ｱ)　＋　(ｲ)　＋　(ｳ) 　 1 5 7 0 0 0 0 0
(寄附のうち寄附のあっせんによるもの) 2 3 0 0 0 0 0

 イ　政 党 匿 名 寄 附 0

合　計　　　( ア　＋　イ )　　　　 1 5 7 0 0 0 0 0

(　本　年　の　収　入　額　)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

 支　　出　　総　　額 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

 翌 年 へ の 繰 越 額 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

金　　額                 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

 収　　入　　総　　額・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

金　　　　　　　額

員　　数 (党費又は会費を納入した人の数)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

備　　　　　　　考

( 前 年 か ら の 繰 越 額 ) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

(その２)(その２) 収 支 の 状 況(その２) 前年分の報告書を確認し、記載して下さい。

繰越しのない場合は「０」として下さい。

資金管理団体以外は記載されません。

法人その他団体からの寄附は、政党

（政党支部も含まれます。）、政治資

金団体以外の政治団体へのものは禁止

されています。
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３．機関紙誌の発行その他の事業による収入（様式その３）の記載方法について 

(1) 機関紙誌の発行その他の事業による収入については、その事業の種類及び当該

事業の種類ごとの年間の収入金額（収入と支出の差額ではありませんので注意し

て下さい。）を記載して下さい。 

(2) 「事業の種類」欄には、機関紙誌の発行及び政治資金パーティー開催事業にあ

っては、事業の種類を「甲機関紙」、「乙機関雑誌」、「甲政治資金パーティー

開催事業」、「乙政治資金パーティー開催事業」というように細分した上で記載

し、その他の事業にあっては、「その他の催物事業」というように記載して下さ

い。また、政治資金パーティーにあっては、備考欄に日付等を記載して下さい。 

(3) ここに記載する収入に対応する支出がある場合は、政治活動費の「機関紙誌の

発行その他の事業費」として、様式（その 15）にそれぞれ分類して記載して下さ

い。 
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【記載例】

 (3) 機関紙誌の発行その他の事業による収入

事　業　の　種　類 備　　　　　　　　　　　　考

十億 百万 千 円

甲機関誌 2 5 0 0 0 0 0

乙機関雑誌 1 5 0 0 0 0 0

○○パーティー 4 8 0 0 0 0 0 H21.6.30　東京都○○区○○町○○ホテル○○の間

甲川一郎君を励ます会 1 2 1 0 0 0 0 0 H21.11.28　東京都△△区△△町○○会館○○の間

書籍販売事業 6 0 0 0 0 0

こ　の　頁　の　小　計 2 1 5 0 0 0 0 0

金　　　　　　　　　額

(その３)

・ 金額は、事業の種類ごとの年間の収入金額であり、収入と支出の差額ではありません。

・ ここに記載する収入に対応する支出は、政治活動費の「機関紙誌の発行その他の事業費」として、

様式（その１５）にそれぞれ分類して記載して下さい。

合　　　　　　計 2 1 5 0 0 0 0 0
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４．借入金（様式その４）の記載方法について 

(1) 借入金については、借入先及び当該借入先ごとの金額を記載し、その記載の方

法は、例えば、「甲銀行（乙支店）」というように具体的に借入先を記載して下

さい。「備考」の欄には、借り入れを行った年月日を記載して下さい。 

(2) 借入金を返済した場合には、政治活動費の「その他の経費」（様式（その 15））

の借入金返済として借入先ごとに記載して下さい。 

  

－57－



【記載例】

 (4) 借　入　金

借　　　入　　　先 備　　　　　　　　　　　　考

十億 百万 千 円

甲銀行（乙支店） 2 0 0 0 0 0 0 Ｈ２１年２月１５日

こ　の　頁　の　小　計 2 0 0 0 0 0 0

金　　　　　　　　　額

(その４)

・ 借入金を返済した場合は、政治活動費の「その他の経費」として、様式（その１５）に

借入金返済として借入先ごとに記載して下さい。

・ 借入金に対する利子が、契約により無利子などとなっている場合であっても、そのときの

金融情勢下で通常支払うべき利子相当分が「寄附」に該当する可能性があります。

「寄附」に該当する場合は、利子相当分を「寄附」として収入に計上するとともに、

同額を「その他の経費」として支出に計上して下さい。

・ その年の１２月３１日現在で、借入先ごとの残高が１００万円を超える場合は、

様式（その１７）、（その１８）に記載が必要となります。

合　　　　　　計 2 0 0 0 0 0 0

－58－



 

 

５．本部又は支部から供与された交付金に係る収入（様式その５）の記載方法に 

ついて 

  当該政治団体の本部又は支部から供与された交付金に係る収入については、交

付金を供与した本部又は支部ごとに、その名称及び主たる事務所の所在地並びに

当該交付金の金額及び供与を受けた年月日を該当欄に記載して下さい。なお、本

部が支部から受けた収入、支部が本部から受けた収入の記載のみでなく、支部が

その他の支部から受けた収入がある場合も記載します。 

 

 

【よくあるご質問】本部支部交付金（収入） 

Ｑ 「本部又は支部から供与された交付金に係る収入」とはどのようなものが

対象になりますか。 

Ａ 相手方から、組織対策のために支出されるもの（相手方の支出項目として

は「組織活動費」）、選挙のために支出されるもの（相手方の支出項目とし

ては「選挙関係費」）、特に使途を定めずに支出されるもの（相手方の支出

項目としては「寄附・交付金」）などの本部・支部間、支部・支部間におけ

る支出に対応する収入が該当します。 

  なお、本部や支部などと異なり同一の組織ではない相手方からの収入であ

れば機関紙誌による収入などの「事業による収入」に該当するようなもので

も、本部や支部、その他の支部からの収入であれば「交付金」に含まれます。
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【記載例】

 (5) 本部又は支部から供与された交付金に係る収入

交付金を供与した本部又は支部の名称 主たる事務所の所在地 備　　考

十億 百万 千 円

○○本部 2 0 0 0 0 0 0 21．４．１ 東京都○○区○○町○○番地

  〃 1 0 0 0 0 0 0 21．10．１ 　〃

こ　の　頁　の　小　計 3 0 0 0 0 0 0

金　　　　　　　　　額 年 月 日

(その５)

この様式は、本部又は支部を持たない単独の政治団体は不要です。

3 0 0 0 0 0 0

合　　　　　　計 3 0 0 0 0 0 0

－60－



 

 

６．その他の収入（様式その６）の記載方法について 

(1) その他の収入（個人が負担する党費又は会費、寄附、機関紙誌の発行その他の

事業による収入、借入金、本部又は支部から供与された交付金に係る収入以外の

収入。例えば、利子収入など。）については、１件当たりの金額（数回にわたっ

て受けたときは、その合計金額）が 10 万円以上のものについて、その基因となっ

た事実並びにその金額及び年月日を記載して下さい。なお、１件当たりの金額が

10 万円未満のものにあっては、「１件１０万円未満のもの」欄に一括してその合

計金額を記載して下さい。 

(2) 「摘要」欄には、収入の基因となった事実を「甲銀行預金利子」というように

具体的に記載し、年月日等を備考欄に記載して下さい。 
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【記載例】

 (6) その他の収入

摘　　　　　要 備　　　　　　　　　　　　考

十億 百万 千 円

甲銀行預金利子 1 0 0 0 0 0 Ｈ２１年７月１日

こ の 頁 の 小 計

金　　　　　　　　　額

(その６)

・ １件あたりの金額（数回にわたって受けたときは、その合計金額）が１０万円以上のものは、

その基因となった事実ごとに、個別に記載して下さい。

・ １件あたりの金額が１０万円未満のものは、一括してそれらの合計金額を

「１件１０万円未満のもの」欄に記載して下さい。

こ　の　頁　の　小　計 1 0 0 0 0 0

１件１０万円未満のもの 2 5 0 0 0

合　　　　　　計 1 2 5 0 0 0

－62－



 

 

７．寄附の内訳（様式その７）の記載方法について 

(1) 同一の者からの寄附で、その金額の合計額が、年間５万円を超えるものについ

ては、その寄附をした者ごとに、その者の氏名、住所及び職業（団体にあっては、

その名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名）、当該寄附の金額及び年月

日並びに寄附者が上場・外資 50％超会社（法第２２条の５第１項本文に規定する

者であって同項ただし書に規定する日本法人をいいます。１６ページ参照）であ

るときはその旨を該当欄に記載して下さい。 

なお、年間５万円以下の寄附についても必要に応じ報告してもさしつかえあり

ません。ただし、課税上の優遇措置（いわゆる寄附金控除。３６ページ参照）を

受けるときには、金額の多寡にかかわらず記載しておかなければなりません。 

(2) 寄附は、「個人からの寄附」、「法人その他の団体からの寄附」又は「政治団

体からの寄附」に分類し、それぞれ別葉とし、「寄附者の区分」欄には、これら

の区分を記載して下さい。また、本部又は支部から供与された交付金に係る収入

は、寄附には該当しないため、「政治団体からの寄附」に含めないで下さい。 

なお、政党、政治資金団体、政党の支部以外の政治団体は、法により「法人そ

の他の団体からの寄附」を禁止されています。 

(3) 個人からの寄附のうち、特定寄附（１５ページ参照）については、例えば、甲

川一郎が資金管理団体の届出をした者である場合には、「寄附者の氏名」欄に「 特 

甲川一郎」というように記載して下さい。 

(4) 法人その他の団体からの寄附のうち、上場・外資 50％超会社（１６ページ参照）

からの寄附については、「備考」欄に「上場・外資 50％超」というように記載し

て下さい。 

(5) 「その他の寄附」欄には、寄附のうち上記(1)により、その明細を記載したもの

以外のものの合計金額を記載して下さい。 
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【記載例】

 (7) 寄 附 の 内 訳 寄附者の区分

寄附者の氏名
(団体にあっては、その名称)

職業(又は代表者の氏名) 備 考

十億 百万 千 円

 特 甲川一郎 1 0 0 0 0 0 0 21．２．１ 衆議院議員

 特 〃　〃 1 5 0 0 0 0 0 21．10．１ 〃

Ａ山太郎 3 0 0 0 0 0 21．１．20 Ａ会社社長

〃　〃 3 0 0 0 0 0 21．９．20 〃

Ｂ山次郎 5 0 0 0 0 0 21．８．30 Ｂ会社役員

Ｃ山花子 1 1 0 0 0 0 0 21．１．10 Ｃ会社社長
事務所の
無償提供

こ　の　頁　の　小　計 4 7 0 0 0 0 0

そ　の　他　の　寄　附 2 4 0 0 0 0

合　　　　　　計 4 9 4 0 0 0 0

東京都××区××町×丁目×番地

個　　　　　　人

〃

東京都○○区△△町×番地

〃

住所(団体にあっては、
主たる事務所の所在地所在地)

金　　　　　　　　　額 年 月 日

大阪市○○区○○町○○番地

東京都××区○町○丁目○番地

(その７)

・ 同一の者からの年間５万円を超える「寄附」について明細を記載する必要があります。

また、５万円以下であっても、課税上の優遇措置（いわゆる寄附金控除）を受ける場合には、

記載が必要となります。

・ 事務所、労務、物品などの無償提供を受けた場合は「寄附」に該当する可能性があります。

「寄附」に該当する場合は、時価に見積もった金額を収入に計上し、

また、年間５万円を超えるものにあっては、明細を記載し、備考欄に「事務所の無償提供」などと

記載して下さい。さらに経理上の処理として、同額を「その他の経費」として支出に計上し、

支出の目的欄には「金銭以外のものによる寄附相当分」と記載して下さい。

 (7) 寄 附 の 内 訳 寄附者の区分

寄附者の氏名
(団体にあっては、その名称)

職業(又は代表者の氏名) 備 考

十億 百万 千 円

Ａ株式会社 1 0 0 0 0 0 0 21．２．１ Ａ川太郎

　　〃　 5 0 0 0 0 0 21．10．５ 　　〃

Ｂ協会 4 0 0 0 0 0 21．２．12 Ｂ川次郎

Ｃホールディングス 1 0 0 0 0 0 0 21．10．１ Ｃ川三郎
上場・外資
50％超

こ　の　頁　の　小　計 2 9 0 0 0 0 0

そ　の　他　の　寄　附 4 0 0 0 0 0

合　　　　　　計 3 3 0 0 0 0 0

東京都○○区○○町○○番地

　　　　　〃

神戸市○○区○○町○○番地

法　人　そ　の　他　団　体

金　　　　　　　　　額 年 月 日
住所(団体にあっては、
主たる事務所の所在地所在地)

名古屋市○○区○○町○○番地

(その７)

法人その他団体からの寄附は、政党（政党支部も含まれます。）、政治資金団体以外の政治団体へのものは禁止されています。

－64－



【記載例】

 (7) 寄 附 の 内 訳 寄附者の区分

寄附者の氏名
(団体にあっては、その名称)

職業(又は代表者の氏名) 備 考

十億 百万 千 円

全国Ａ政治連盟 1 0 0 0 0 0 0 21．１．20 Ａ沢太郎

　　　〃 1 0 0 0 0 0 0 21．７．31 　　〃

Ｂ後援会 1 5 0 0 0 0 0 21．11．20 Ｂ沢次郎

Ｃ政治経済調査会 7 0 0 0 0 0 21．10．15 Ｃ沢三郎

こ　の　頁　の　小　計 4 2 0 0 0 0 0

そ　の　他　の　寄　附 0

合　　　　　　計 4 2 0 0 0 0 0

　　　　　〃

名古屋市○○区○○町○○番地

福岡市○○区○○町○○番地

政　　治　　団　　体

金　　　　　　　　　額 年 月 日
　住所(団体にあっては、

主たる事務所の所在地所在地)

東京都○○区○○町○○番地

(その７)
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８．寄附のうち寄附のあっせんによるものの内訳（様式その８）の記載方法に 

ついて 

  同一の者によって寄附のあっせんをされた寄附で、その金額の合計額が年間５

万円を超えるものについては、その寄附のあっせんをした者ごとに、その者の氏

名、住所及び職業（団体にあっては、その名称、主たる事務所の所在地及び代表

者の氏名）並びに当該寄附のあっせんに係る寄附の金額、これを集めた期間及び

これが当該政治団体に提供された年月日を記載し、様式（その７）の記載方法に

準じて記載して下さい。 

  なお、年間５万円以下の寄附のあっせんに係る寄附についても必要に応じ報告

してもさしつかえありません。 
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【記載例】

 (8) 寄附のうち寄附のあっせんによるものの内訳

寄附のあっせん者の氏名
(団体にあっては、その名称)

集 め た
期　　間

職業(団体にあって
は、代表者の氏名) 備考

十億 百万 千 円 21.11.1～

Ａ田一郎 8 9 0 0 0 0 21．11．21 21.11.20 会社役員

こ　の　頁　の　小　計 8 9 0 0 0 0

そ　の　他　の　寄　附 0

合　　　　　　計 8 9 0 0 0 0

住所(団体にあっては、
主たる事務所の所在地所在地)

提　　供
年 月 日

東京都○○区○○町○○番地

個　　　　　　　人あっせん者の区分

金　　　　　　　　　額

(その８)

 (8) 寄附のうち寄附のあっせんによるものの内訳

寄附のあっせん者の氏名
(団体にあっては、その名称)

集 め た
期　　間

職業(団体にあって
は、代表者の氏名) 備考

十億 百万 千 円 21.９.1～

Ｂ株式会社 1 8 0 0 0 0 0 21．９．15 21.９.10 Ｂ田次郎

こ　の　頁　の　小　計 1 8 0 0 0 0 0

そ　の　他　の　寄　附 0

あっせん者の区分 法　人　そ　の　他　団　体

金　　　　　　　　　額
提　　供
年 月 日

住所(団体にあっては、
主たる事務所の所在地所在地)

東京都○○区○○町○○番地

(その８)

合　　　　　　計 1 8 0 0 0 0 0
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【記載例】

 (8) 寄附のうち寄附のあっせんによるものの内訳

寄附のあっせん者の氏名
(団体にあっては、その名称)

集 め た
期　　間

職業(団体にあって
は、代表者の氏名) 備考

十億 百万 千 円 21.７.1～

Ｃ後援会 7 5 0 0 0 0 21．７．15 21.７.14 Ｃ田三郎

こ　の　頁　の　小　計 7 5 0 0 0 0

そ　の　他　の　寄　附 0

合　　　　　　計 7 5 0 0 0 0

東京都○○区○○町○○番地

あっせん者の区分 政　　治　　団　　体

金　　　　　　　　　額
提　　供
年 月 日

住所(団体にあっては、
主たる事務所の所在地所在地)

(その８)
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９．政党匿名寄附の内訳（様式その９）の記載方法について 

  政党匿名寄附（１６ページ参照）については、同一の日に同一の場所で受けた

寄附ごとに、その金額の合計額並びに年月日及び場所を記載するものとし、場所

の記載については、「東京都千代田区○○町１丁目○○駅前街頭」、「東京都千

代田区○○町１丁目１番１号○○会館○○の間」というように詳細に記載して下

さい。なお、政党匿名寄附については、政党（政党支部も含まれます。）、政治

資金団体のみに認められています。 
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【記載例】

 (9) 政党匿名寄附の内訳

政党匿名寄附を受けた場所 備　　　　　　　　考

十億 百万 千 円

東京都千代田区○○町１丁目○○駅前街頭 1 0 4 1 0 0 21．３．15

東京都千代田区○○町１丁目１番地１号○○会館○○の間 7 5 2 4 0 21．10．10

こ　の　頁　の　小　計 1 7 9 3 4 0

金　　　　　　　　　額 年　月　日

(その９)

政党匿名寄附は政党（政党支部も含まれます。）、政治資金団体のみに認められています。

合　　　　　　計 1 7 9 3 4 0
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10．機関紙誌の発行その他の事業による収入のうち特定パーティーの対価に 

係る収入の内訳（様式その 10）の記載方法について 

  機関紙誌の発行その他の事業による収入のうち特定パーティー（政治資金パー

ティーのうち、当該政治資金パーティーの対価に係る収入の金額が 1,000 万円以

上であるもの）又は特定パーティーになると見込まれる政治資金パーティーの対

価に係る収入がある場合には、これらのパーティーごとに、その名称、開催年月

日、開催場所及び対価に係る収入の金額並びに対価の支払をした者の数を記載し

て下さい。なお、特定パーティー開催団体以外の政治団体にあっては、当該特定

パーティー又は特定パーティーになると見込まれる政治資金パーティーの対価に

係る収入のうち、報告書に記載すべき収入があった年の前年以前において収受さ

れたものがある場合においては、前年以前において収受されたものに係るこれら

の事項について「備考」欄に併せて記載して下さい。 

【よくあるご質問】政治資金パーティー 

Ｑ１ 政治資金パーティーの収入が２年にまたがり、合計では１，０００万円以

上の収入になりましたが、それぞれの年の収入は、１，０００万円を下回りま

した。この場合、特定パーティーにあたりますか。また、収支報告書に記載す

る上で留意すべきことはありますか。 

Ａ１ 特定パーティーであるかどうかは、各年の収入により判断するのではなく、

一の政治資金パーティーの収入により判断されます。したがって、ご質問のよ

うな場合には（見込まれる場合も含めて）特定パーティーに該当します。 

  なお、この場合、収支報告書には、前年分の収入金額、支払をした者の数を

「備考」欄に記載して下さい。 

 

Ｑ２ 他の政治団体と共催で政治資金パーティーを開催したところ、単独の収入

としては１，０００万円未満でしたが、政治資金パーティー全体の収入は

１，０００万円以上となりました。この場合、特定パーティーにあたりますか。

また、収支報告書に記載する上で留意すべきことはありますか。 

Ａ２ Ａ１にあるように特定パーティーであるかどうかは、一の政治資金パーテ

ィーの収入により判断されますので、ご質問のような場合には（見込まれる場

合も含めて）特定パーティーに該当します。また、収支報告書には、政治資金

パーティー全体の収入金額、支払をした者の数を「備考」欄に記載して下さい。
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【記載例】

 (10) 機関紙誌の発行その他の事業による収入のうち特定パーティーの対価に係る収入の内訳

特定パーティーの名称
対価の支払を
した者の数

開 催 場 所 備考

十億 百万 千 円

甲川一郎君を励ます会 1 2 1 0 0 0 0 0 304 21．11．28 東京都△△区△△町○○会館○○の間

こ の 頁 の 小 計 1 2 1 0 0 0 0 0

合 計 1 2 1 0 0 0 0 0

対 価 に 係 る 収 入 の 金 額 開催年月日

(その10)

同一のパーティーについて前年にも収入がある場合には、その金額、支払者の人数を備考欄に記載して下さい。

合　　　　　　計 1 2 1 0 0 0 0 0
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11．政治資金パーティーの対価に係る収入の内訳（様式その 11）の記載方法に 

ついて 

(1) 一の政治資金パーティーの対価に係る収入（報告書に記載すべき収入があった

年の前年以前における収入を含みます。）のうち、同一の者からの政治資金パー

ティーの対価の支払で、その金額の合計額が 20 万円を超えるものについては、政

治資金パーティーごとに、その年における対価の支払について、当該対価の支払

をした者ごとに、その者の氏名、住所及び職業（団体にあっては、その名称、主

たる事務所の所在地及び代表者の氏名）並びに当該支払われた対価の金額及び年

月日を該当欄に記載し、記載の要領は、政治資金パーティーごとに別葉とし、「政

治資金パーティーの名称」欄には当該政治資金パーティーの名称を記載して下さ

い。 

また、当該政治資金パーティーの対価に係る収入のうち、報告書に記載すべき

収入があった年の前年以前において収受されたものがある場合は、前年以前にお

いて収受されたものに係るこれらの事項について「備考」欄に併せて記載して下

さい。なお、一の政治資金パーティーに係る 20 万円以下の対価の支払についても

必要に応じ報告してもさしつかえありません。 

(2) 対価の支払は、「個人からの対価の支払」、「法人その他の団体からの対価の

支払」又は「政治団体からの対価の支払」に分類し、それぞれ別葉として下さい。

なお、「対価の支払者の区分」欄には、これらの区分を記載して下さい。 
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【記載例】

対価の支払をした者の氏名
(団体にあっては、その名称)

職業(団体にあって
は、代表者の氏名)

備考

十億 百万 千 円

Ａ株式会社 9 0 0 0 0 0 21．５．10 Ａ山太郎

Ｂ株式会社 3 0 0 0 0 0 21．６． 1 Ｂ山花子

Ｃホールディングス 1 2 0 0 0 0 0 21．７．10 Ｃ山次郎

こ　の　頁　の　小　計 2 4 0 0 0 0 0

合　　　　　　計 2 4 0 0 0 0 0

 (11) 政治資金パーティーの対価に係る収入の内訳
政治資金パーティーの名称

対価の支払をした者の区分

東京都○○区○○町○○番地

東京都○○区○○町○○番地

東京都○○区○○町○○番地

○○パーティー

法　　　　　人

 住所(団体にあっては、
主たる事務所の所在地)

年 月 日金　　　　　　　　　額

(その11)(その11)

(その11)(その11)

対価の支払をした者の氏名
(団体にあっては、その名称)

職業(団体にあって
は、代表者の氏名)

備考

十億 百万 千 円

全国Ａ政治連盟 1 2 0 0 0 0 0 21．５．15 Ａ沢太郎

Ｂ後援会 6 0 0 0 0 0 21．６．15 Ｂ沢次郎

Ｃ政治経済調査会 9 0 0 0 0 0 21．６．22 Ｃ沢三郎

こ　の　頁　の　小　計 2 7 0 0 0 0 0

合　　　　　　計 2 7 0 0 0 0 0

政治資金パーティーの名称

対価の支払をした者の区分
 (11) 政治資金パーティーの対価に係る収入の内訳

○○パーティー

政治団体

東京都○○区○○町○○番地

名古屋市○○区○○町○○番地

福岡市○○区○○町○○番地

金　　　　　　　　　額 年 月 日
 住所(団体にあっては、
主たる事務所の所在地)
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12．政治資金パーティーの対価に係る収入のうち対価の支払のあっせんによるもの

の内訳（様式その 12）の記載方法について 

  一の政治資金パーティーの対価に係る収入のうち、同一の者によって対価の支

払のあっせんをされたもので、その金額の合計が 20 万円を超えるものについて

は、対価の支払のあっせんをした者ごとに、その者の氏名、住所及び職業（団体

にあっては、その名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名）並びに当該対

価の支払のあっせんに係る金額、これを集めた期間及びこれが当該政治団体に提

供された年月日を記載するものとし、様式（その 11）に準じて記載して下さい。 

  なお、一の政治資金パーティーに係る 20 万円以下の対価の支払のあっせんにつ

いても必要に応じ報告してもさしつかえありません。 
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【記載例】

対価の支払をした者の氏名
(団体にあっては、その名称)

住所(団体にあっては、
主たる事務所の所在地)

職業(団体にあって
は、代表者の氏名) 備考

十億 百万 千 円

甲山一夫 4 5 0 0 0 0 21．６．10 東京都○○区○○町○○ 会社社長

乙山三夫 9 0 0 0 0 0 21．６．15 名古屋市○○区○○町○○番地 会社役員

こ　の　頁　の　小　計 1 3 5 0 0 0 0

合　　　　　　計 1 3 5 0 0 0 0

 (12) 政治資金パーティーの対価に係る収入のうち対価の支
　　　払のあっせんによるものの内訳

集 め た
期　　間金　　　　　　　　　額

提　　供
年 月 日

21.６.１～
21.６.10

○○パーティー

個　　人

政治資金パーティーの名称

対価の支払のあっせん者の区分

21.５.28～
21.６.4

(その12)
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13．支出の総括表（様式その 13）の記載方法について 

  すべての支出は、次の分類基準により、経常経費及び政治活動費に分類し、さ

らに経常経費にあっては、人件費、光熱水費、備品・消耗品費、事務所費に分類

し、政治活動費にあっては、組織活動費、選挙関係費、機関紙誌の発行その他の

事業費、調査研究費、寄附・交付金、その他の経費に分類した上で、これらの項

目ごとに年間の支出金額を記載して下さい。 

  この場合、当該政治団体の本部又は支部に対して供与した交付金に係る支出に

ついては、これらの項目ごとにその額を「備考」欄に併せて記載して下さい。ま

た、この額の内訳を様式（その 16）に記載して下さい。 

 (1) 経常経費 

  ア 人件費     政治団体の職員（機関紙誌の発行その他の事業に従事す

る者を除く。）に支払われる給料、報酬、扶養手当・通

勤手当・住居手当その他の諸手当の類及び健康保険料・

労働保険料その他の各種保険料の類 

  イ 光熱水費    電気、ガス、水道の使用料及びこれらの計器使用料等 

  ウ 備品・消耗品費 机、椅子、ロッカー、複写機、自動車（事務所用に限る。）

等の備品の類及び事務用用紙、封筒、鉛筆、インク、事

務服、新聞、雑誌、ガソリン等の消耗品の類の購入費 

  エ 事務所費    事務所の借料損料（地代、家賃）、公租公課、火災保険

金等の各種保険金、電話使用料、切手購入費、修繕料そ

の他これらに類する経費で事務所の維持に通常必要とさ

れるもの 

 (2) 政治活動費 

  ア 組織活動費   当該政治団体の組織活動に要する経費（選挙に関するも

のを除く。）で、例えば、大会費、行事費、組織対策費、

渉外費、交際費の類 

  イ 選挙関係費   選挙に関して支出される経費で、例えば、公認推薦料、

陣中見舞その他選挙に関して行われる政治活動に要する

経費の類 
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  ウ 機関紙誌の発行 

    その他の事業費                               

   (ｱ)  機関紙誌の発 機関紙誌の発行事業に従事する者に支払われる給与、材     

行事業費   料費、印刷費、荷造発送費、原稿料その他機関紙誌の発     

行に要する経費  

    (ｲ)  宣伝事業費  機関紙誌の発行以外の政策の普及宣伝に要する経費（選 

            挙に関するものを除く。）で、例えば、遊説費、新聞・ 

            ラジオ・テレビの広告料、ポスター・ビラ・パンフレッ 

            トの作成費、宣伝用自動車の購入・維持費の類 

   (ｳ)  政治資金パー 政治資金パーティーの開催に要する経費で、例えば、会     

ティー開催事 場借上費、記念品代、講演諸経費の類 

     業費 

   (ｴ)  その他の事業 上記の(ｱ)、(ｲ)及び(ｳ)以外の諸事業に要する経費       

費       

    エ 調査研究費   政治活動のために行う調査研究に要する経費で、例えば、     

研修会費、資料費、書籍購入費、翻訳代の類 

   オ 寄附・交付金  政治活動に関する寄附、賛助金、当該政治団体の本部又 

            は支部に対して供与した交付金、負担金の類 

   カ その他の経費  その他上記以外の政治活動に要する経費 
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【記載例】

３　支出項目別金額の内訳

 (1) 支 出 の 総 括 表

　１ 十億 百万 千 円

(1) 1 7 9 4 0 0 0
(2) 2 3 5 0 0 0
(3) 2 1 2 0 0 0
(4) 1 2 0 0 0 0 0

3 4 4 1 0 0 0

　２

(1) 3 5 0 0 0 0 0
(2) 1 0 5 0 0 0 0
(3) 8 9 1 8 1 0 0
 ア 9 6 0 0 0 0
 イ 1 4 2 4 1 0 0
 ウ 6 2 3 4 0 0 0
 エ 3 0 0 0 0 0
(4) 1 0 5 0 0 0
(5) 6 0 0 0 0 0
(6) 2 0 0 0 5 1 0

1 6 1 7 3 6 1 0

1

1,200,000円

4 6 1 09 6合　　　　　　　　　　計

寄 附 ・ 交 付 金 　600,000円

そ の 他 の 経 費

政治資金パーティー開催事業費

小　　　　　　　　　　計

調 査 研 究 費

1

そ の 他 の 事 業 費

機 関 紙 誌 の 発 行 事 業 費

宣 伝 事 業 費

選 挙 関 係 費

機関紙誌の発行その他の事業費

政 治 活 動 費

組 織 活 動 費 　600,000円

事 務 所 費

小　　　　　　　　　　計

光 熱 水 費

備 品 ・ 消 耗 品 費

項　　　　　　　目 金　　　　　　　　　額 備　　　　　　　　　　　考

経 常 経 費

人 件 費

(その13)

備考欄には、金額欄に記載した

金額のうち、本部又は支部に対

して供与した交付金に係る支出

の金額を記載して下さい。
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14．経常経費（様式その 14）の記載方法について 

(1) 人件費以外の経常経費については、１件当たりの金額（数回にわたって支払わ

れたときは、その合計金額）が、 

・国会議員関係政治団体に関する特例規定が適用されていた期間に行った支出に

あっては１万円を超える支出 

・資金管理団体として指定されていた期間（ただし、国会議員関係政治団体に関

する特例規定が適用されていなかった期間。以下同じです。）に行った支出にあ

っては５万円以上の支出 

について、その支出を受けた者の氏名及び住所（団体にあっては、その名称及び

主たる事務所の所在地）並びに当該支出の目的、金額及び年月日を(3)の例により

記載して下さい。 

(2) 人件費以外の経常経費は、様式（その 13）の基準により分類し、「項目別区分」

欄には、「光熱水費」、「備品・消耗品費」、「事務所費」というように、項目

別の区分を記載し、それぞれ別葉として下さい。 

(3) 「支出の目的」欄には、次のような例により具体的に記載して下さい。 

  光熱水費    「電気の使用料」、「ガスの使用料」、「水道の使用料」 

  備品・消耗品費 「机の購入費」、「事務所用自動車の購入費」、          

「事務用用紙の購入費」、「新聞購読料」、「ガソリン代」 

  事務所費    「事務所の借料損料」、「公租公課」、「火災保険金」、 

          「電話使用料」、「切手購入費」、「修繕料」 

(4) 「その他の支出」欄には、１件当たりの金額が、 

・ 国会議員関係政治団体に関する特例規定が適用されていた期間に行った支出

にあっては１万円以下の支出 

・ 資金管理団体として指定されていた期間に行った支出にあっては５万円未満

の支出 

を一括してその合計金額を記載して下さい。 
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【記載例】

 (2) 経常経費（人件費を除く。）

支 出 の 目 的
支出を受けた者の住所(団体に
あっては、主たる事務所の所在地) 備考

十億 百万 千 円

電気代（１２月分） 1 5 0 0 0 21．１．25 東京都○○区○○町○○番地

電気代（１月分） 1 5 0 0 0 21．２．25 東京都○○区○○町○○番地

電気代（２月分） 1 5 0 0 0 21．３．25 東京都○○区○○町○○番地

電気代（３月分） 1 4 0 0 0 21．４．25 東京都○○区○○町○○番地

電気代（４月分） 1 4 0 0 0 21．５．25 東京都○○区○○町○○番地

電気代（５月分） 1 6 0 0 0 21．６．25 東京都○○区○○町○○番地

電気代（６月分） 2 0 0 0 0 21．７．25 東京都○○区○○町○○番地

電気代（７月分） 2 1 0 0 0 21．８．25 東京都○○区○○町○○番地

電気代（８月分） 2 1 0 0 0 21．９．25 東京都○○区○○町○○番地

電気代（９月分） 2 0 0 0 0 21．10．25 東京都○○区○○町○○番地

電気代（１０月分） 1 6 0 0 0 21．11．25 東京都○○区○○町○○番地

電気代（１１月分） 1 4 0 0 0 21．12．25 東京都○○区○○町○○番地

こ の 頁 の 小 計 2 0 1 0 0 0

そ の 他 の 支 出 0

合　　　　計 2 0 1 0 0 0

○○電力（株）

○○電力（株）

項　目　別　区　分 光熱水費　　　　　　

○○電力（株）

○○電力（株）

○○電力（株）

○○電力（株）

○○電力（株）

○○電力（株）

金　　　　　　　　額 年 月 日
支出を受けた者の氏名
(団体にあっては、その名称)

○○電力（株）

○○電力（株）

○○電力（株）

○○電力（株）

(その14)

合 計 2 0 1 0 0 0

 (2) 経常経費（人件費を除く。）

支 出 の 目 的
支出を受けた者の住所(団体に
あっては、主たる事務所の所在地) 備考

十億 百万 千 円

事務所机椅子等の購入 4 0 5 0 0 21．３．20 東京都○○区○○町○○番地

ガソリン代（３から６月分） 5 4 0 5 4 21．７．10 東京都○○区○○町○○番地

自動車修理代 7 3 5 0 0 21．９．27 東京都○○区○○町○○番地

こ の 頁 の 小 計 1 6 8 0 5 4

そ の 他 の 支 出 7 4 2 9 4 6

合　　　　計 9 1 1 0 0 0

○○石油販売（株）

○○自動車（株）

項　目　別　区　分 備品・消耗品費

金　　　　　　　　額 年 月 日
支出を受けた者の氏名
(団体にあっては、その名称)

○○事務機器販売（株）

(その14)

合 計 9 1 1 0 0 0
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【記載例】

 (2) 経常経費（人件費を除く。）

支 出 の 目 的
支出を受けた者の住所(団体に
あっては、主たる事務所の所在地) 備考

十億 百万 千 円

事務所の借料損料（２月分） 1 0 0 0 0 0 21．１．25 東京都○○区○○町○○番地

事務所の借料損料（３月分） 1 0 0 0 0 0 21．２．25 東京都○○区○○町○○番地

事務所の借料損料（４月分） 1 0 0 0 0 0 21．３．25 東京都○○区○○町○○番地

事務所の借料損料（５月分） 1 0 0 0 0 0 21．４．25 東京都○○区○○町○○番地

事務所の借料損料（６月分） 1 0 0 0 0 0 21．５．25 東京都○○区○○町○○番地

事務所の借料損料（７月分） 1 0 0 0 0 0 21．６．25 東京都○○区○○町○○番地

事務所の借料損料（８月分） 1 0 0 0 0 0 21．７．25 東京都○○区○○町○○番地

事務所の借料損料（９月分） 1 0 0 0 0 0 21．８．25 東京都○○区○○町○○番地

事務所の借料損料（１０月分） 1 0 0 0 0 0 21．９．25 東京都○○区○○町○○番地

事務所の借料損料（１１月分） 1 0 0 0 0 0 21．10．25 東京都○○区○○町○○番地

事務所の借料損料（１２月分） 1 0 0 0 0 0 21．11．25 東京都○○区○○町○○番地

事務所の借料損料（１月分） 1 0 0 0 0 0 21．12．25 東京都○○区○○町○○番地

こ の 頁 の 小 計 1 2 0 0 0 0 0

そ の 他 の 支 出 5 4 2 7 4 6

合　　　　計 1 7 4 2 7 4 6

○○不動産（株）

○○不動産（株）

○○不動産（株）

○○不動産（株）

○○不動産（株）

○○不動産（株）

○○不動産（株）

○○不動産（株）

○○不動産（株）

○○不動産（株）

○○不動産（株）

項　目　別　区　分 事務所費

金　　　　　　　　額 年 月 日
支出を受けた者の氏名
(団体にあっては、その名称)

○○不動産（株）

(その14)

－85－
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15．政治活動費の内訳（様式その 15）の記載方法について 

(1) 政治活動費については、１件当たりの金額（数回にわたって支払われたときは、

その合計金額）が、 

・ 国会議員関係政治団体に関する特例規定が適用されていた期間に行った支出

にあっては１万円を超える支出 

・ 国会議員関係政治団体に関する特例規定が適用されていなかった期間に行っ

た支出にあっては５万円以上の支出 

について、その支出を受けた者の氏名及び住所（団体にあっては、その名称及び

主たる事務所の所在地）並びに当該支出の目的、金額及び年月日を次の例により

記載して下さい。 

(2) 政治活動費は、様式（その 13）の基準により分類し、さらに費目ごとに、次の

例のように適宜、小分類し、それぞれ別葉として下さい。  

  組織活動費          「大会費」、「行事費」、「組織対策費」、 

                 「渉外費」、「交際費」 

  選挙関係費          「公認推薦料」、「陣中見舞」 

  機関紙誌の発行事業費     「給与」、「材料費」、「印刷費」、 

「荷造発送費」、「原稿料」 

  宣伝事業費          「遊説費」、 

「新聞・ラジオ・テレビの広告料」、 

                 「ポスター・ビラ・パンフレットの作成費」、 

                 「宣伝用自動車の購入・維持費」 

  政治資金パーティー開催事業費 「甲政治資金パーティー開催事業費」、 

                 「乙政治資金パーティー開催事業費」 

  調査研究費          「研修会費｣､「資料費」、「書籍購入費」、 

                                  「翻訳代」 

  寄附・交付金         「寄附金」、「賛助金」、「支部交付金」、 

                                  「負担金」 

(3) 記載の要領については、次のとおりです。 

  ア 「項目別区分」欄には、「組織活動費（大会費）」というように小分類し

た費目まで記載して下さい。 

  イ 「支出の目的」欄には、当該支出の目的を「会場借上費」、「弁当代」、

「タクシー代」というように具体的に記載して下さい。 
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  ウ 「その他の支出」欄には、１件当たりの金額が、 

・ 国会議員関係政治団体に関する特例規定が適用されていた期間に行った

支出にあっては１万円以下の支出 

・ 国会議員関係政治団体に関する特例規定が適用されていなかった期間に

行った支出にあっては５万円未満の支出 

を一括してその合計金額を記載して下さい。 
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【記載例】

 (3) 政治活動費の内訳

支 出 の 目 的
支出を受けた者の住所(団体に
あっては、主たる事務所の所在地)

備考

十億 百万 千 円

パンフレット印刷代 7 4 0 0 0 0 21．１．15 東京都○○区○○町○○番地

こ の 頁 の 小 計 7 4 0 0 0 0

そ の 他 の 支 出 6 0 0 0 0

合 計 8 0 0 0 0 0

○○印刷株式会社

項　目　別　区　分 組　織　活　動　費　(　組　織　対　策　費　)

金　　　　　　　　額
支出を受けた者の氏名
(団体にあっては、その名称)

年 月 日

(その15)

合　　　　計 8 0 0 0 0 0

 (3) 政治活動費の内訳

支 出 の 目 的
支出を受けた者の住所(団体に
あっては、主たる事務所の所在地)

備考

十億 百万 千 円

案内状印刷代 1 5 0 0 0 0 21．８．15 東京都○○区○○町○○番地

資料印刷代 3 2 0 0 0 0 21．８．20 　　　　　　〃

会場借上費 2 5 0 0 0 0 21．９．30 東京都○○区○○町○○番地

弁当代 4 5 0 0 0 21．９．30 東京都○○区○○町○○番地

こ の 頁 の 小 計 7 6 5 0 0 0

そ の 他 の 支 出 9 0 0 0 0

合　　　　計 8 5 5 0 0 0

　　　　〃

△△会館

××食堂（株）

項　目　別　区　分 組　織　活　動　費　(　大　会　費　)

金　　　　　　　　額 年 月 日
支出を受けた者の氏名
(団体にあっては、その名称)

○○印刷株式会社

(その15)
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【記載例】

 (3) 政治活動費の内訳

支 出 の 目 的
支出を受けた者の住所(団体に
あっては、主たる事務所の所在地) 備考

十億 百万 千 円

推薦料 5 0 0 0 0 0 21．12．15 東京都○○区○○町○○番地

〃 5 0 0 0 0 0 21．12．15 仙台市○○区○○町○○番地

〃 5 0 0 0 0 0 21．12．15 京都市○○区○○町○○番地

〃 5 0 0 0 0 0 21．12．15 大阪市○○区○○町○○番地

〃 5 0 0 0 0 0 21．12．15 神戸市○○区○○町○○番地

こ の 頁 の 小 計 2 5 0 0 0 0 0

そ の 他 の 支 出 0

合　　　　計 2 5 0 0 0 0 0

Ｂ川次郎

Ｃ川三郎

Ｄ川四郎

Ｅ川五郎

項　目　別　区　分 選　挙　関　係　費　(　推　薦　料　)

金　　　　　　　　額 年 月 日
支出を受けた者の氏名
(団体にあっては、その名称)

Ａ川太郎

(その15)

合 計 2 5 0 0 0 0 0

 (3) 政治活動費の内訳

支 出 の 目 的
支出を受けた者の住所(団体に
あっては、主たる事務所の所在地) 備考

十億 百万 千 円

こ の 頁 の 小 計 0

そ の 他 の 支 出 1 2 0 0 0 0

合　　　　計 1 2 0 0 0 0

項　目　別　区　分 選　挙　関　係　費　(　陣　中　見　舞　)

金　　　　　　　　額 年 月 日
支出を受けた者の氏名
(団体にあっては、その名称)

(その15)
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【記載例】

 (3) 政治活動費の内訳

支 出 の 目 的
支出を受けた者の住所(団体に
あっては、主たる事務所の所在地)

備考

十億 百万 千 円

原稿料 1 0 0 0 0 0 21．１．15 千葉市○○区○○町○○番地

　〃 1 0 0 0 0 0 21．７．15 大阪市○○区○○町○○番地

こ の 頁 の 小 計 2 0 0 0 0 0

そ の 他 の 支 出 0

合　　　　計 2 0 0 0 0 0

Ｇ川次郎

項　目　別　区　分 機関紙誌の発行事業費（甲機関誌原稿料）

金　　　　　　　　額 年 月 日
支出を受けた者の氏名
(団体にあっては、その名称)

Ｆ川太郎

(その15)

合　　　　計 2 0 0 0 0 0

 (3) 政治活動費の内訳

支 出 の 目 的
支出を受けた者の住所(団体に
あっては、主たる事務所の所在地)

備考

十億 百万 千 円

印刷費 1 5 0 0 0 0 21．２．１ 東京都○○区○○町○○番地

　〃 1 5 0 0 0 0 21．８．１ 　　　　　　　〃

こ の 頁 の 小 計 3 0 0 0 0 0

そ の 他 の 支 出 0

合　　　　計 3 0 0 0 0 0

○○印刷株式会社

　　　　〃

項　目　別　区　分 機関紙誌の発行事業費（甲機関誌印刷費）

金　　　　　　　　額 年 月 日
支出を受けた者の氏名
(団体にあっては、その名称)

(その15)
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【記載例】

 (3) 政治活動費の内訳

支 出 の 目 的
支出を受けた者の住所(団体に
あっては、主たる事務所の所在 備考

十億 百万 千 円

発送費 1 0 0 0 0 0 21．２．10 東京都○○区○○町○○番地

　〃 1 0 0 0 0 0 21．８．10 　　　　　　〃

こ の 頁 の 小 計 2 0 0 0 0 0

そ の 他 の 支 出 0

合 計 2 0 0 0 0 0

　　〃

項　目　別　区　分 機関紙誌の発行事業費（甲機関誌発送費）

金　　　　　　　　額 年 月 日
支出を受けた者の氏名
(団体にあっては、その名称)

○○運送

(その15)

合　　　　計 2 0 0 0 0 0

 (3) 政治活動費の内訳

支 出 の 目 的
支出を受けた者の住所(団体に
あっては、主たる事務所の所在 備考

十億 百万 千 円

こ の 頁 の 小 計 0

そ の 他 の 支 出 8 0 0 0 0

合　　　　計 8 0 0 0 0

項　目　別　区　分 機関紙誌の発行事業費（乙機関雑誌原稿料）

金　　　　　　　　額 年 月 日
支出を受けた者の氏名
(団体にあっては、その名称)

(その15)

－92－



【記載例】

 (3) 政治活動費の内訳

支 出 の 目 的
支出を受けた者の住所(団体に
あっては、主たる事務所の所在地) 備考

十億 百万 千 円

印刷費 7 0 0 0 0 21．４．５ 東京都○○区○○町○○番地

　〃 7 0 0 0 0 21．10．５ 　　　　　　　〃

こ の 頁 の 小 計 1 4 0 0 0 0

そ の 他 の 支 出 0

合　　　　計 1 4 0 0 0 0

　　　　〃

項　目　別　区　分 機関紙誌の発行事業費（乙機関雑誌印刷費）

金　　　　　　　　額 年 月 日
支出を受けた者の氏名
(団体にあっては、その名称)

○○印刷株式会社

(その15)

 (3) 政治活動費の内訳

支 出 の 目 的
支出を受けた者の住所(団体に
あっては、主たる事務所の所在地) 備考

十億 百万 千 円

発送費 4 5 0 0 0 21．４．10 東京都○○区○○町○○番地

　〃 4 5 0 0 0 21．10．10 　　　　　　〃

こ の 頁 の 小 計 9 0 0 0 0

そ の 他 の 支 出 0

合　　　　計 9 0 0 0 0

○○運送

　　〃

項　目　別　区　分 機関紙誌の発行事業費（乙機関雑誌発送費）

金　　　　　　　　額 年 月 日
支出を受けた者の氏名
(団体にあっては、その名称)

(その15)
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【記載例】

 (3) 政治活動費の内訳

支 出 の 目 的
支出を受けた者の住所(団体に
あっては、主たる事務所の所在地)

備考

十億 百万 千 円

自動車購入費 1 0 0 0 0 0 0 21．３．10 東京都○○区○○町○○番地

自動車取得税 5 0 0 0 0 21．３．10 東京都○○区○○町○○番地

こ の 頁 の 小 計 1 0 5 0 0 0 0

そ の 他 の 支 出 1 9 7 8 2 0

合 計 1 2 4 7 8 2 0

○○税事務所

項　目　別　区　分 宣伝事業費（自動車購入・維持費）

金　　　　　　　　額 年 月 日
支出を受けた者の氏名
(団体にあっては、その名

○○自動車販売株式会社

(その15)

合　　　　計 1 2 4 7 8 2 0

 (3) 政治活動費の内訳

支 出 の 目 的
支出を受けた者の住所(団体に
あっては、主たる事務所の所在地)

備考

十億 百万 千 円

印刷費 8 0 0 0 0 0 21．６ 25 東京都○○区○○町○○番地

発送費 1 0 0 0 0 0 21．７ １ 東京都○○区○○町○○番地

こ の 頁 の 小 計 9 0 0 0 0 0

そ の 他 の 支 出 0

合　　　　計 9 0 0 0 0 0

○○印刷株式会社

○○運送

項　目　別　区　分 宣伝事業費（ポスター作成費）

金　　　　　　　　額 年 月 日
支出を受けた者の氏名
(団体にあっては、その名

(その15)
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【記載例】

 (3) 政治活動費の内訳

支 出 の 目 的
支出を受けた者の住所(団体に
あっては、主たる事務所の所在地)

備考

十億 百万 千 円

案内状印刷代 4 0 0 0 0 21．４.５ 東京都○○区○○町○○番地

会場借上費 1 0 0 0 0 0 0 21．６.30 東京都○○区○○町○○番地

食事代 2 0 0 0 0 0 0 21．６.30 〃

講師謝礼 5 0 0 0 0 21．６.30 東京都○○区○○町○○番地

こ の 頁 の 小 計 3 0 9 0 0 0 0

そ の 他 の 支 出 4 8 0 0 0

合 計 3 1 3 8 0 0 0

○○ホテル

〃

○野○郎

項　目　別　区　分 政治資金パーティ開催事業(○○パーティー)

金　　　　　　　　額 年 月 日
支出を受けた者の氏名
(団体にあっては、その名称)

○○印刷株式会社

(その15)

合　　　　計 3 1 3 8 0 0 0

 (3) 政治活動費の内訳

支 出 の 目 的
支出を受けた者の住所(団体に
あっては、主たる事務所の所在地)

備考

十億 百万 千 円

案内状印刷代 1 5 0 0 0 0 21．９．10 東京都○○区○○町○○番地

案内状発送代 2 0 0 0 0 0 21．９．15 東京都○○区○○町○○番地

会場借上費 4 0 0 0 0 0 0 21．11. 28 東京都○○区○○町○○番地

食事代 3 6 7 5 0 0 0 21．11. 28 　　　　　　　〃

講師謝礼 5 0 0 0 0 21．11. 28 さいたま市○○区○○町○○番地

講師謝礼 5 0 0 0 0 21．11. 28 横浜市○○区○○町○○番地

こ の 頁 の 小 計 8 1 2 5 0 0 0

そ の 他 の 支 出 3 5 0 0 0

合　　　　計 8 1 6 0 0 0 0

○○印刷株式会社

郵便局

○○会館

　　〃

△野△郎

×野×郎

項　目　別　区　分 政治資金パーティ開催事業(甲川一郎君を励ます会)

金　　　　　　　　額 年 月 日
支出を受けた者の氏名
(団体にあっては、その名称)

(その15)
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【記載例】

 (3) 政治活動費の内訳

支 出 の 目 的
支出を受けた者の住所(団体に
あっては、主たる事務所の所在地)

備考

十億 百万 千 円

こ の 頁 の 小 計 0

そ の 他 の 支 出 5 2 0 0 0 0

合 計 5 2 0 0 0 0

項　目　別　区　分 その他の事業費(書籍販売業）

金　　　　　　　　額 年 月 日
支出を受けた者の氏名
(団体にあっては、その名

(その15)

合　　　　計 5 2 0 0 0 0

 (3) 政治活動費の内訳

支 出 の 目 的
支出を受けた者の住所(団体に
あっては、主たる事務所の所在地)

備考

十億 百万 千 円

こ の 頁 の 小 計 0

そ の 他 の 支 出 1 0 5 0 0 0

合　　　　計 1 0 5 0 0 0

項　目　別　区　分 調査研究費(書籍購入費）

金　　　　　　　　額 年 月 日
支出を受けた者の氏名
(団体にあっては、その名

(その15)
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【記載例】

 (3) 政治活動費の内訳

支 出 の 目 的
支出を受けた者の住所(団体に
あっては、主たる事務所の所在地)

備考

十億 百万 千 円

Global Politicsの翻訳代 2 0 0 0 0 0 21．５．15 東京都○○区○○町○○番地

こ の 頁 の 小 計 2 0 0 0 0 0

そ の 他 の 支 出 5 0 0

合 計 2 0 0 5 0 0

項　目　別　区　分 調査研究費(翻訳代）

金　　　　　　　　額 年 月 日
支出を受けた者の氏名
(団体にあっては、その名

○○翻訳（株）

(その15)

合　　　　計 2 0 0 5 0 0

 (3) 政治活動費の内訳

支 出 の 目 的
支出を受けた者の住所(団体に
あっては、主たる事務所の所在地)

備考

十億 百万 千 円

支部交付金 2 0 0 0 0 0 21．３．31 仙台市○○区○○町○○番地

　　〃 2 0 0 0 0 0 21．３．31 浜松市○○区○○町○○番地

　　〃 2 0 0 0 0 0 21．３．31 広島市○○区○○町○○番地

こ の 頁 の 小 計 6 0 0 0 0 0

そ の 他 の 支 出 0

合　　　　計 6 0 0 0 0 0

○○支部

△△支部

××支部

項　目　別　区　分 寄附・交付金(支部交付金)

金　　　　　　　　額 年 月 日
支出を受けた者の氏名
(団体にあっては、その名

(その15)
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【記載例】

 (3) 政治活動費の内訳

支 出 の 目 的
支出を受けた者の住所(団体に
あっては、主たる事務所の所在地)

備考

十億 百万 千 円

借入金返済 2 0 0 0 0 0 0 21．12．10 東京都○○区○○町○○番地

こ の 頁 の 小 計 2 0 0 0 0 0 0

そ の 他 の 支 出 0

合　　　　計 2 0 0 0 0 0 0

項　目　別　区　分 その他の経費（借入金返済）

金　　　　　　　　額 年 月 日
支出を受けた者の氏名
(団体にあっては、その名

甲銀行

(その15)

合　　　　計 2 0 0 0 0 0 0

 (3) 政治活動費の内訳

支 出 の 目 的
支出を受けた者の住所(団体に
あっては、主たる事務所の所在地)

備考

十億 百万 千 円

1 1 0 0 0 0 0 21．１．10 東京都××区○町○丁目○番地

こ の 頁 の 小 計 1 1 0 0 0 0 0

そ の 他 の 支 出 0

合　　　　計 1 1 0 0 0 0 0

項　目　別　区　分 その他の経費（金銭以外のものによる寄附相当分）

金銭以外のものによる
寄附相当分

金　　　　　　　　額 年 月 日
支出を受けた者の氏名
(団体にあっては、その名

Ｃ山花子

(その15)(その15)(その15)
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16.本部又は支部に対して供与した交付金に係る支出の内訳（様式その 16）の記載

方法について 

  当該政治団体の本部又は支部に対して供与した交付金に係る支出については、

様式（その 13）の分類基準による支出項目ごとに、その本部又は支部の名称及び

主たる事務所の所在地並びに当該交付金の金額及び供与した年月日を該当欄に記

載して下さい。なお、本部が支部に対して供与した交付金、支部が本部に対して

供与した交付金の記載のみでなく、支部がその他の支部に対して供与した交付金

がある場合も記載します。 

 

 

【よくあるご質問】本部支部交付金（支出） 

Ｑ 「本部又は支部に対して供与した交付金に係る支出」とはどのようなものが

対象になりますか。 

Ａ 組織対策のために支出されるもの（支出項目としては「組織活動費」）、選

挙のために支出されるもの（支出項目としては「選挙関係費」）、特に使途を

定めずに支出されるもの（支出項目としては「寄附・交付金」）などの本部・

支部間、支部・支部間における支出が該当します。 
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【記載例】

 (4) 本部又は支部に対して供与した交付金に係る支出の内訳

支　出　項　目 年 月 日 主たる事務所の所在地 備考

十億 百万 千 円

組織活動費 2 0 0 0 0 0 21．２.１ 仙台市○○区○○町○○番地

　　〃 2 0 0 0 0 0 21．２.１ 浜松市○○区○○町○○番地

　　〃 2 0 0 0 0 0 21．２.１ 広島市○○区○○町○○番地

寄附・交付金 2 0 0 0 0 0 21．３.31 ○○支部 仙台市○○区○○町○○番地

　　〃 2 0 0 0 0 0 21．３.31 △△支部 浜松市○○区○○町○○番地

　　〃 2 0 0 0 0 0 21．３.31 広島市○○区○○町○○番地

こ　の　頁　の　小　計 1 2 0 0 0 0 0

合　　　　　　計 1 2 0 0 0 0 0

交 付 金 の 供 与 を 受 け た
本 部 又 は 支 部 の 名 称

金　　　　　　　　　額

××支部

××支部

○○支部

△△支部

(その16)

・ 様式（その13）の備考欄に記載した金額の明細を記載して下さい。

・ なお、この様式は、本部又は支部を持たない単独の政治団体は不要です。
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17．資産等の総括表（様式その１７）の記載方法について 

  12 月 31 日において有する資産等（土地、建物、建物の所有を目的とする地上

権又は土地の賃借権、取得の価額が 100 万を超える動産、預金（普通預金及び当

座預金を除く。）又は貯金（普通貯金を除く。）、金銭信託、有価証券、出資に

よる権利、貸付先ごとの残高が 100 万円を超える貸付金、支払われた金額が 100

万円を超える敷金、取得の価額が 100 万円を超える施設の利用に関する権利及び

借入先ごとの残高が 100 万円を超える借入金をいう。）については、これらの項

目ごとの有無について「□」内に「「✓」を記入して下さい。 

  なお、有の「□」内に「✓」を記入した場合は、様式（その 18）に資産等の項

目別の内訳を記入して下さい。 
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【記載例】

１　資産等の総括表

 資 産 等 の 有 無

有 無 備　　　　　　　考

 ア 土 地 □ □

 イ 建 物 □ □

 ウ
建物の所有を目的とする地上権又は土地の賃借

権
□ □

 エ 取 得 の 価 額 が 100 万 円 を 超 え る 動 産 □ □

 オ
預 金 ( 普 通 預 金 及 び 当 座 預 金 を 除 く 。 )
又 は 貯 金 ( 普 通 貯 金 を 除 く 。 )

□ □

 カ 金 銭 信 託 □ □

 キ 有 価 証 券 □ □

 ク 出 資 に よ る 権 利 □ □

 ケ 貸付先ごとの残高が100万円を超える貸付金 □ □

 コ 支 払 わ れ た 金 額 が 100 万 円 を 超 え る 敷 金 □ □

 サ 取得の価額が100万円を超える施設の利用に関する権利 □ □

シ 借入先ごとの残高が100万円を超える借入金 □ □

資　産　等　の　項　目　別　区　分

資 産 等 の 状 況(その17)

 シ 借入先ごとの残高が100万円を超える借入金 □ □
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18．資産等の項目別内訳（様式その 18）の記載方法について 

(1) 12 月 31 日において有する資産等の内訳については、次の例により項目別に分

類したうえで記載し、それぞれ別葉として下さい。なお、「項目別区分」欄には、

これらの区分を記載して下さい。 

 

 

項  目 

記   載   事   項 

摘要欄 

「記載例」 

備考欄 

「記載例」 

金額欄 

年月日欄 

土地 

 

所在 

「東京都千代田区○○町１

丁目１番地１号」 

面積 

「100㎡」 

取得の価額

取得年月日

建物 

 

所在 

「東京都千代田区○○町１

丁目１番地１号」 

床面積 

「100㎡」 

取得の価額

取得年月日

建物の所有を目

的とする地上権

又は土地の賃借

権 

所在及び地上権又は賃借権

の別 

「東京都千代田区○○町１

丁目１番地１号（地上権）」

面積 

「100㎡」 

取得の価額

取得年月日

取得の価額が 

１００万円を超

える動産 

品目 

「自動車」、「絵画」、 

「応接セット」 

数量 取得の価額

取得年月日

預金又は貯金 

（普通預金、当座預金、

普通貯金を除く。） 

 

「残高」 

 残高 

― 

金銭信託  

「金銭信託」 

 金銭の額 

設定年月日

有価証券 種類 

「国債」、「株式」、 

「社債」 

銘柄及び数量 

「何年何月発行10年国

債（額面100万円）」、

「甲株式会社発行株式

（1,000株）」 

取得の価額

取得年月日
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出資による権利 出資先 

「甲合名会社」、 

「乙合資会社」 

 金額 

出資年月日

貸付先ごとの残

高が１００万円

を超える貸付金 

貸付先 

「甲野太郎」、 

「乙政治団体」 

 残高 

― 

支払われた金額

が１００万円を

超える敷金  

支払先 

「甲野太郎」、 

「乙株式会社」 

 敷金の金額

支払年月日

取得の価額が 

１００万円を超

える施設の利用

に関する権利 

種類 

「ゴルフ場会員権」、 

「スポーツクラブ会員権」

施設の名称 

「甲カントリークラブ」、 

「乙会員制スポーツクラブ」 

取得の価額

取得年月日

借入先ごとの残

高が１００万円

を超える借入金 

借入先 

「甲銀行（乙支店）」 

 残高 

― 
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 (2) 記載事項のうち「取得の価額」などに不明なものがあった場合には、次の例に

より記載して下さい。 

 

取得時期 項   目 記載事項のう

ち不明なもの

不明な記載事項の記載方法 

「備考欄の記載例」 

 

 

 

 

 

政治団体 

となった 

日（※）

前 

 

・土地 

・建物 

・建物の所有を目的

とする地上権又は

土地の賃借権 

・動産 

・有価証券 

・施設の利用に関 

する権利 

取得の価額 

 

取得時における時価に見積った金額

「設立日前の取得だが価額が不明。

価額は取得時における見積額。」 

取得の価額 

取得年月日 

 

設立日における時価に見積った金額

設立日 

「設立日前の取得だが価額、年月日

とも不明。年月日は設立日、価額は

設立日における見積額。」 

取得年月日 ― 

「設立日前の取得だが年月日が不

明。設立日は○年○月○日。」 

・出資による権利 

・敷金 

取得年月日 ― 

「設立日前の取得だが年月日が不

明。設立日は○年○月○日。」 

 

 

 

 

政治団体

となった

日（※）

から平成

元年12月

31日まで

の間 

 

・土地 

・建物 

・建物の所有を目的

とする地上権又は

土地の賃借権 

・動産 

・有価証券 

・施設の利用に関 

する権利 

 

取得の価額 

 

取得時における時価に見積った金額

「設立日から平成元年12月31日まで

の間の取得だが価額が不明。価額は

平成５年１月１日における見積額。」

取得の価額 

 

取得年月日 

 

平成５年１月１日における時価に見

積った金額 

― 

「設立日から平成元年12月31日まで

の間の取得だが価額、年月日とも不

明。価額は平成５年１月１日におけ

る見積額。」 
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取得年月日 ― 

「設立日から平成元年12月31日まで

の間の取得だが年月日が不明。設立

日は○年○月○日。」 

・出資による権利 

・敷金 

取得年月日 ― 

「設立日から平成元年12月31日まで

の間の取得だが年月日が不明。設立

日は○年○月○日。」 

※ 「政治団体となった日」とは法第 3条第 1 項各号又は第 5条第 1項各号の団

体となった日（同項第 2号の団体にあっては、第 6条の 2 第 2項前段の規定に

よる届出がされた日）をいいます。 
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【記載例】

２　資産等の項目別内訳

 資 産 等 の 内 訳 動産

摘　　　　　　　要

十億 百万 千 円

絵画 1 2 0 0 0 0 0 H3. ３. 20

 〃 2 2 0 0 0 0 0

自動車 1 5 0 0 0 0 0 H10. ２. １

１点。設立日前の取得だが、価額、年月日とも不明。
取得年月日は設立日、価額は設立日における見積額。

１点。設立日（S62.5.1）からＨ元.12.31までの間の取得だが、
価額、年月日とも不明。価額はH5.1.1における見積額。

項目別区分

金　　　　　　　　　額 年 月 日 備　　　　　　　　　　　考

１台

(その18)

２　資産等の項目別内訳

 資 産 等 の 内 訳 金銭信託

摘　　　　　　　要

十億 百万 千 円

金銭信託 2 0 0 0 0 0 0 H18. 12．１

項目別区分

金　　　　　　　　　額 年 月 日 備　　　　　　　　　　　考

(その18)
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【記載例】

２　資産等の項目別内訳

 資 産 等 の 内 訳 有価証券

摘　　　　　　　要

十億 百万 千 円

国債 5 0 0 0 0 0 0 H18. ５．１

項目別区分

金　　　　　　　　　額 年 月 日 備　　　　　　　　　　　考

平成１８年５月１日発行10年国債（額面５百万円）

(その18)

２　資産等の項目別内訳

 資 産 等 の 内 訳 敷金

摘　　　　　　　要

十億 百万 千 円

××不動産（株） 1 2 0 0 0 0 0 H11．５．１

項目別区分

金　　　　　　　　　額 年 月 日 備　　　　　　　　　　　考

(その18)
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19．不動産の利用の現況（様式その 19）の記載方法について 

(1) 12 月 31 日現在で資金管理団体として指定されている場合には、同日において

有する資産等のうち不動産（「土地」、「建物」、「建物の所有を目的とする地

上権又は土地の賃借権」をいいます。）の利用の現況について、次の例により項

目別に分類した上で記載し、それぞれ別葉として下さい。「項目別区分」欄には、

これらの区分を記載して下さい。 

  なお、資金管理団体が不動産を取得し、又は保有することは、平成 19 年８月６

日以後は同日前に取得したものなどを除き、禁止されています。 

 

○「事務所の用」、「事務所以外の用」に使用している場合の共通事項 

 

項  目 

記   載   例 

摘要欄（所在を記載） 用途欄 

土地 

 

 

 

 

 

 

「東京都千代田区○○

町１丁目１番地１号」 

 

○事務所の用に供している場合 

「事務所（事務所用の駐車場を含む。）」

○事務所以外の用に供している場合 

「賃貸」、「無償貸与」 

建物 

 

○事務所の用に供している場合 

「事務所」 

○事務所以外の用に供している場合 

「賃貸」、「無償貸与」 

建物の所有を

目的とする地

上権又は土地

の賃借権 

○事務所の用に供している場合 

「事務所（事務所用の駐車場を含む。）」

○事務所以外の用に供している場合 

「賃貸」、「無償貸与」 
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○事務所以外の用に供している場合は下表の例により、追加して記載 

 

項  目 

記   載   例 

使用者と当該資金管

理団体及びその代表

者との関係欄 

使用者ごとの 

用途欄 

 

使用者ご

との使用

面積欄 

使用者ごとの

使用の対価の

価額欄 

土地 

 

 

 

「当団体の職員」、

「当団体の代表者の

秘書」、 

「当団体の職員以外

の個人」 

 

「住居」、 

「事務所用以外の

駐車場」 

 

 

 

 

「100㎡」 

 

 

 

 

 

「10万円／月」

 

建物 

 

「住居」、 

「倉庫」 

建物の所有を

目的とする地

上権又は土地

の賃借権 

「住居」、 

「事務所用以外の

駐車場」 

 

 (2) 「使用者と当該資金管理団体及びその代表者との関係」欄から「使用者ごとの

使用の対価の価額」欄までについては、同一の不動産に関し当該不動産を現に使

用している者と当該資金管理団体及びその代表者との関係が同一の関係にある者

が複数居るときにあっては、一人ずつ行を分けて記載するものとし、その際、「使

用者ごとの使用面積」欄については、各使用者の専有面積で按分するなどして、

適宜記載して下さい。 

(3) 「使用者と当該資金管理団体及びその代表者との関係」欄から「使用者ごとの

使用の対価の価額」欄までについては、事務所の用に供している不動産の場合に

は記載を要しません。 

(4) 12 月 31 日現在で資金管理団体として指定されていない場合又は同日において

不動産を有していない場合には、この様式は記載を要しません。 
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【記載例】

３　不動産の利用の現況

 不 動 産 の 内 訳 項 目 別 区 分

使用者と当該資金管
理団体及びその代表
者との関係

使用者ごとの用途 使用者ごとの使用面積
使用者ごとの使用の対
価の価格

摘　　　　　要

土地

事　務　所　以　外　の　用　に　供　し　て　い　る　場　合

利　　　用　　　の　　　現　　　況

用          途

東京都○○区○○町
○○番地

事務所（事務所用の
駐車場を含む。）

(その19)

この様式は、資金管理団体以外の政治団体は不要です。
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20．宣誓書（様式その 20）の記載方法について 

(1) 会計責任者が記名押印又は署名して下さい。なお、署名の場合は必ず会計責任

者本人が自署して下さい。また、「政治団体の名称」、「会計責任者の氏名」は、

様式（その１）の表題部に記載したものと一致します。 

(2) 政治団体の解散等に伴い提出する収支報告書にあっては、会計責任者のほか代

表者も提出義務者となっていますので、収支報告書の内容を確認したうえで、両

者が記名押印又は署名して下さい。   
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【記載例】

添付書類 (別添のとおり)

　１　領収書等の写し

　２　監査意見書 (政党本部及び政治資金団体に限る。)

  ３　政治資金監査報告書（国会議員関係政治団体に限る。）

　 この報告書は、政治資金規正法に従って作成したものであって、真実に相違ありません。

平成２１年３月１日

政治団体の名称 　○○政治研究会

会計責任者の氏名 　乙川次郎                　　　　㊞

宣 誓 書(その20)

乙
川

解散等に伴い提出する収支報告書にあっては、

代表者も記名押印又は署名して下さい。
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21．領収書等を徴し難かった支出の明細書（第８号様式）の記載方法について 

(1) ｢会計責任者の氏名｣欄には、記名押印又は署名して下さい。なお、署名の場合

には、必ず会計責任者本人が自署して下さい。 

(2) ｢支出の目的｣欄には、収支報告書の様式（その 13）の支出の項目別区分に従っ

て分類、整理し、「項目」欄に当該支出項目名を記載して下さい。 

(3) 「摘要｣欄には、収支報告書の様式（その 14）又は様式（その 15）の「支出の

目的」欄に記載した内容を記載するものとし、例えば「電話料金」というように

具体的に記載し、「領収書等を徴し難かった事情」には「口座振替のため」など

と記載して下さい。 
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【記載例】

項　　　目 摘　　　要

百万 千 円

その他の経費 1 1 0 0 0 0 0 21．１． 10 無償提供のため

組織活動費 お祝い金 1 0 0 0 0 0 21．11． 10 社会通念上領収書を徴し難かったため

事務所費 電話料金 1 5 0 0 0 21．12． 10 口座振替のため

　○○政治研究会

　乙川次郎 　　　　　　　　　　　　㊞

金　　　　額 年　月　日 領収書等を徴し難かった事情

政 治 団 体 の 名 称

会 計 責 任 者 の 氏 名

支　出　の　目　的

金銭以外のものによる寄
附相当分

領収書等を徴し難かった支出の明細書
第８号様式 (第10条第２項関係)

乙
川
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22．振込明細書に係る支出目的書（第８号様式の２）の記載方法について 

(1) 「項目」欄には、収支報告書の様式（その 13）の例により分類して記載して下

さい。 

(2) 「摘要」欄には、収支報告書の様式（その 14）又は様式（その 15）の「支出の

目的欄」に記載した内容を記載するものとし、例えば「会場借上費」というよ

うに具体的に記載して下さい。 

(3) 支出の目的ごとに別葉とし、「項目」が同じであっても「摘要」が異なる場合

には、その異なる「摘要」ごとに別葉として下さい。 

(4) 提出にあたっては、当該支出に係る振込明細書の写しと併せて提出して下さい。 
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【記載例】

第８号様式の２(第10条第２項関係)

摘　　　　　要

会場借上料

政治団体の名称 　　○○政治研究会

振込明細書に係る支出目的書

支　　　 　出　　　　 の　　　　　目　　　　的

項　　　　　目

組織活動費

－118－



 

 

【よくあるご質問】無償提供を受けた場合 

Ｑ 労務や事務所の無償提供を受けた場合、寄附にあたりますか。また、寄附

にあたる場合、収支報告書にはどのように記載すればよいですか。 

Ａ 法において「寄附」とは、「金銭、物品その他の財産上の利益の供与又は

交付で、党費又は会費その他債務の履行としてされるもの以外のもの」と定

められており、労務や事務所の無償提供を受けた場合、労務の対価や事務所

の利用料相当分の「財産上の利益」が生じますので、利用等の実態からその

対価や利用料を支払うことが社会通念上相当であるようなときは、「寄附」

にあたります。 

  この場合、収支報告書には、これらを時価に見積もった金額を「寄附」と

して記載し、備考欄に「無償提供」と記載して下さい。しかし、このままで

は、法の会計帳簿や収支報告書が現金主義を取っているにもかかわらず、こ

れらの利益が永続的に収入（及び繰越額）に含まれてしまいますので同額を

支出にも計上する必要があります。この場合、支出の項目は政治活動費の「そ

の他の経費」（様式（その15））とし、支出の目的欄には「金銭以外のもの

による寄附相当分」と記載し、金額欄に収入と同額を記載して下さい。また、

この支出については、経理上の処理であるため、領収書等も徴すことができ

ないと考えられますので、「徴難明細書」の領収書等を徴し難かった事情に

「無償提供のため」と記載し、対応することとなります。 

  なお、無償提供であっても「寄附」に該当する場合は、「法人その他の団

体からの寄附」の禁止など法の寄附制限の対象となります。 

総務省のホームページから無料でダウンロードできる会計帳簿作成ソフト

には「収入・支出同額計上」機能（１２０ページ参照）があり、簡便に会計

帳簿を作成することが可能です。さらに、このソフトで、会計帳簿を作成し

た場合、収支報告書もほぼ自動で作成されます。 
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無償提供を受けた場合の記載例（会計帳簿：一部記載省略） 
 
 
 
収入簿 

 

 

 

 

 

 

支出簿 

 

 ※ 会計帳簿作成ソフトを使用した場合 
   赤字部分…自ら記入、青字部分…ワンクリックで挿入、緑字部分…自動計算 

 

  

項目 摘要 金額 年月日 備  考 

２の１ 寄附 

(1)個人からの寄付 

 

 

Ｃ山花子 

      合計 

 

1,100,000

1,100,000

 

H21.1.10

 

 

事務所の無償提供 

 

     収  入  の  総  額 1,100,000  

会計計帳簿作成ソフトの 
「収入・支出同額計上ボタン」 
をクリック 
 
自動的に青字部分を挿入 

支出の目的 金額 

 

年月日 

 

支出を受けた

者の氏名 

備  考 

 項目 摘要 

２政治活動費 

(6)その他の経費 

 

 

 

金銭以外のものによる

寄附相当分 

      合計 

 

1,100,000

 

1,100,000

 

H21.1.10

 

 

 

Ｃ山花子 

 

 

 

 

 

 

     支  出  の  総  額 1,100,000  
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【記載例】

 (7) 寄 附 の 内 訳 寄附者の区分

寄附者の氏名
(団体にあっては、その名称)

職業(又は代表者の氏名) 備 考

十億 百万 千 円

 特 甲川一郎 1 0 0 0 0 0 0 21．２．１ 衆議院議員

 特 〃　〃 1 5 0 0 0 0 0 21．10．１ 〃

Ａ山太郎 3 0 0 0 0 0 21．１．20 Ａ会社社長

〃　〃 3 0 0 0 0 0 21．９．20 〃

Ｂ山次郎 5 0 0 0 0 0 21．８．30 Ｂ会社役員

Ｃ山花子 1 1 0 0 0 0 0 21．１．10 Ｃ会社社長
事務所の
無償提供

こ　の　頁　の　小　計 4 7 0 0 0 0 0

そ　の　他　の　寄　附 2 4 0 0 0 0

合　　　　　　計 4 9 4 0 0 0 0

 (3) 政治活動費の内訳

支 出 の 目 的
支出を受けた者の住所(団体に
あっては 主たる事務所の所在 備考

無償提供を受けた場合の記載例(収支報告書)

項　目　別　区　分 その他の経費（金銭以外のものによる寄附相当分）

年 月 日
支出を受けた者の氏名
(団体にあっては その名称)

金　　　　　　　　額

〃

東京都○○区△△町×番地

〃

大阪市○○区○○町○○番地

東京都××区○町○丁目○番地

個　　　　　　人

金　　　　　　　　　額 年 月 日
住所(団体にあっては、
主たる事務所の所在地所在地)

東京都××区××町×丁目×番地

(その７)

(その15)

事務所の無償提供による寄附を時価に換算して記載

支 出 の 目 的 あっては、主たる事務所の所在 備考

十億 百万 千 円

1 1 0 0 0 0 0 21．１．10 東京都××区○町○丁目○番地

こ の 頁 の 小 計 1 1 0 0 0 0 0

そ の 他 の 支 出 0

合　　　　計 1 1 0 0 0 0 0

百万 千 円

その他の経費　金銭以外のものによる寄附相当分 1 1 0 0 0 0 0 21．１．10

組織活動費　　お祝い金 1 0 0 0 0 0 21．11．10

　○○政治研究会

　乙川次郎　　　　　　　　　　　　㊞

社会通念上領収書を徴しがたかったため

支　出　の　目　的

　項目　　　　　　　　摘要
金　　　　額 年 月 日 領収書等を徴し難かった事情

無償提供のため

政 治 団 体 の 名 称

会 計 責 任 者 の 氏 名

金銭以外のものによる寄附相当分
Ｃ山花子

年 月 日
(団体にあっては、その名称)

金　　　　　　　　額

領収書等を徴し難かった支出の明細書
第８号様式 (第10条第２項関係)

乙
川

経理上の処理のため収入と同額を計上
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【よくあるご質問】前払式電子マネーを利用した場合 

Ｑ１ 前払式電子マネーを利用した場合、会計帳簿や収支報告書にはどのよう

に記載すればよいですか。 

Ａ１ 収入及び支出に関する事実関係に即して収支報告していただく観点か

ら、以下のような記載方法をお示ししています。 

① まず、電子マネーに現金をチャージした時点で、 

その分を支出に計上して下さい。 

 ② その後、電子マネーを利用した場合には、 

・ 当該支出相当分を支出に計上するとともに、 

・ 同額を収入（その他の収入）に「金銭以外のものによる支出相当分」と

して計上して下さい。 

なお、このような記載の理由を明らかにするために、当該支出の内訳の記

載にあたっては、備考欄に「電子マネーによる購入」である旨を記載するこ

とが望ましいと考えられます。 

 

Ｑ２ なぜ、Ｑ１のような複雑な記載になるのですか。「Suica」などでも同じ

ですか。 

Ａ２ 政治資金規正法の会計帳簿や収支報告書が、 

 ・ 基本的に現金の流れを記載しつつ、 

 ・ 政治資金の収支の状況を明らかにする 

 という２つ目的を有しているためです。 

  具体的に言えば、Ｑ１①の時点では、現金が支出されていますから、これ

を記載しないことは、会計上疑問があります。一方で、このＱ１①の時点の

みでは、支出の相手方が前払式電子マネーの運営会社であるため、最終的に

政治資金が何に使われたのか分からず、収支の公開の観点が弱まるおそれが

あります。 

  そのため、Ｑ１②の時点でも支出として記載することとなりますが、この

場合、支出の相手方に財産上の利益は発生するものの現金による支出ではな

いことから、経理上の処理として同額の収入を計上し、金額としては相殺す

るという取扱いが必要となります。 

なお、総務省のホームページから無料でダウンロードできる会計帳簿作成
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ソフトには「収入・支出同額計上」機能（下記載例参照）があり、簡便に会

計帳簿を作成することが可能です。さらに、このソフトで、会計帳簿を作成

した場合、収支報告書もほぼ自動で作成されます。 

「Suica」などについては、次のＱ３をご覧下さい。 

 
 

 
 
前払式電子マネーによる支払いにおける記載例（会計帳簿：一部記載省略） 

 
 

         差し引き          10,000の支出 
 
 ※ 会計帳簿作成ソフトを使用した場合 
   赤字部分…自ら記入、青字部分…ワンクリックで挿入、緑字部分…自動計算 

  支出の目的 金額

 

年月日 

 

支出を受けた者

の氏名 

備考 

 項目 摘要 

２政治活動費 

(6)その他の経費 

 

 

 

電子マネーの

チャージ 

合計 

 

10,000

 

10,000

 

H21.1.10

 

 

 

○○電子マネー

運営会社 

 

 

 

 

 

２政治活動費 

(1)組織活動費 

 

 

 

(4)調査研究費 

 

 

 

乗車券 

 

茶菓 

 

乗車券 

 

（略） 

合計 

 

  300

 

  200

 

500

 

 

10,000

 

H21.1.20

 

H21.1.30

 

H21.2.10

 

 

○○旅客鉄道 

株式会社 

○○（コンビニ）

 

○○旅客鉄道 

株式会社 

 

 

電子マネーによる購入 

 

電子マネーによる購入 

 

電子マネーによる購入 

  支  出  の  総  額 20,000  

（便宜上日付順で記載しています。） 

 

収入簿 

 

 

 

 

 

 

 

 

項目 摘要 金額 年月日 備考 

６その他の収入 

 

 

 

 

 

金銭以外のものに

よる支出相当分 

金銭以外のものに

よる支出相当分 

金銭以外のものに

よる支出相当分 

（略） 

合計 

 300

 

 200

 

 500

 

 

10,000

H21.1.20

 

H21.1.30

 

H21.2.10

 

 

 

 

  自動的に青字部分を挿入  

 

 

 

    収  入  の  総  額 10,000                

支出簿 

会計計帳簿作成ソフト

の「収入・支出同額計

上ボタン」をクリック
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【よくあるご質問】前払式電子マネーを利用した場合 

Ｑ３ 「Suica」などを利用した場合に、簡便な記載はできないですか。 

Ａ３ 収支報告書の記載の基本的な方針を定めることを所掌している政治資金

適正化委員会の意見として、 

 ・ 「Suica」など交通事業者系の前払式電子マネーに 

 ・ 現金でチャージし、 

 ・ 電車の利用など交通費に限定して使用 

 するという場合は、１回の支出金額が少額であること、利用目的が限定され

支出の目的が明確であることから、現金をチャージした時点、Ｑ１で言えば

①の時点のみの記載でも差し支えないとされています（下記載例参照）。 

いずれにしても、 

 ・ 基本的に現金の流れを記載しつつ、 

 ・ 政治資金の収支の状況を明らかにする 

 という２つの目的が達成可能であるのであれば、他の記載方法も取り得るも

のと思われます。   

 

 

 

「Suica」などの利用における簡便な記載例（会計帳簿：一部記載省略） 

 

 

 ※ 会計帳簿作成ソフトを使用した場合 
   赤字部分…自ら記入、緑字部分…自動計算  

支出の目的 金額

 

年月日 

 

支出を受けた者

の氏名 

備考 

 項目 摘要 

２政治活動費 

(6)その他の経費 

 

 

 

Suicaチャージ 

 

合計 

 

10,000

 

10,000

 

H21.1.10

 

 

 

東日本旅客鉄道

株式会社 

 

 

 

 

 

  支  出  の  総  額 10,000
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【よくあるご質問】クレジットカードを利用した場合 

Ｑ１ クレジットカードの利用により物品を購入した場合、会計帳簿や収支報

告書にはどのように記載すればよいですか。 

Ａ１ 収入及び支出に関する事実関係に即して収支報告していただく観点か

ら、以下のような記載方法をお示ししています。 

① まず、物品を購入した時点で、 

・ 当該支出相当分を支出に計上するとともに、 

・ 同額を収入（その他の収入）に「金銭以外のものによる支出相当分」と

して計上して下さい。 

 ② その後、カード会社に支払った時点で、 

  その分を支出に計上して下さい。 

なお、このような記載の理由を明らかにするために、当該支出の内訳の記

載にあたっては、備考欄に「クレジットカードによる購入」である旨を記載

することが望ましいと考えられます。 

 

Ｑ２ なぜ、Ｑ１のような複雑な記載になるのですか。ＥＴＣカードでも同じ

ですか。 

Ａ２ 政治資金規正法の会計帳簿や収支報告書が、 

 ・ 基本的に現金の流れを記載しつつ、 

 ・ 政治資金の収支の状況を明らかにする 

 という２つ目的を有しているためです。 

  具体的に言えば、現金が支出されているＱ１②の時点で、これを記載しな

いことは、会計上疑問があります。一方で、このＱ１②の時点のみでは、支

出の相手方がカード会社であるため、最終的に政治資金が何に使われたのか

分からず、収支の公開の観点が弱まるおそれがあります。 

  そのため、Ｑ１①の時点でも支出として記載することとなりますが、この

場合、支出の相手方に現実の財産上の利益は未だ発生しておらず、当然、現

金による支出もされていないことから、経理上の処理として、同額の収入を

計上し、金額としては相殺するという取扱いが必要となります。 

なお、総務省のホームページから無料でダウンロードできる会計帳簿作成

ソフトには「収入・支出同額計上」機能（１２６ページ参照）があり、簡便
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に会計帳簿を作成することが可能です。さらに、このソフトで、会計帳簿を

作成した場合、収支報告書もほぼ自動で作成されます。 

ＥＴＣカードについては、次のＱ３をご覧下さい。 

 
 
 
 
クレジットカードによる支払いにおける記載例（会計帳簿：一部記載省略） 
 
 
支出簿 

 支出の目的 金額 
 

年月日
 

支出を受け
た者の氏名

備考 
 項目 摘要 

２政治活動費 
(1)組織活動費 
(3)機関紙誌の発
行その他の事
業費 

 

 
打ち合わせ食事代 
打ち合わせ用会議室借上費 
 
 
      合計 

 
 50,000
 30,000
  
 
80,000

 
H21.1.20
H21.1.25
 

 
○○(飲食店) 

○○ホテル 
 

 
クレジットカードによる購入

クレジットカードによる購入

 

２政治活動費 
(6)その他の経費 
 

 
クレジットカード代金支払い
      合計 

 
 80,000
 80,000

 
H21.3.10
 

 
○○カード 
 

 
 
 

     支  出  の  総  額 160,000  

 
 

会計計帳簿作成ソフトの「収入・支出同額計上ボタン」をクリック 

自動的に青字部分を挿入 
 
収入簿 

差し引き     80,000の支出 
 
 
 ※ 会計帳簿作成ソフトを使用した場合 
   赤字部分…自ら記入、青字部分…ワンクリックで挿入、緑字部分…自動計算 

  

項目 摘要 金額 年月日 備考 
６その他の収入 
 
 

金銭以外のものによる支出相当分 
金銭以外のものによる支出相当分 
      合計 

 50,000
 30,000
 80,000

H21.1.20 
H21.1.25 
 

 
 
 

     収  入  の  総  額  80,000  
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【よくあるご質問】クレジットカードを利用した場合 

Ｑ３ クレジットカードを利用した場合に、簡便な記載はできないですか。 

Ａ３ 収支報告書の記載の基本的な方針を定めることを所掌している政治資金

適正化委員会の意見として、「ＥＴＣカード」の利用の場合は、利用目的が

限定されていることから、カード会社に支出した時点、Ｑ１で言えば②の時

点のみの記載でも差し支えないとされています（下記載例参照）。 

いずれにしても、 

 ・ 基本的に現金の流れを記載しつつ、 

 ・ 政治資金の収支の状況を明らかにする 

 という２つの目的が達成可能であるのであれば、他の記載方法も取り得るも

のと思われます。 

 

 

 

ＥＴＣカードによる支払いにおける簡便な記載例（会計帳簿：一部記載省略） 
 
 
支出簿 

 支出の目的 金額 
 

年月日 
 

支出を受け
た者の氏名 

備考 
 項目 摘要 

２ 政治活動費 
(6)その他の経費 

 

 
ＥＴＣカード代金支払い 

合計 

 
80,000

80,000

 
H21.3.10

 

 
○○カード 

 

 
 

 

     支  出  の  総  額 80,000  

 
 
 
 
 
 ※ 会計帳簿作成ソフトを使用した場合 
   赤字部分…自ら記入、緑字部分…自動計算 
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Ⅳ．政治資金監査 

 

 国会議員関係政治団体の会計責任者は、収支報告書を提出するときは、あらかじ

め、登録政治資金監査人の監査を受け、登録政治資金監査人が作成した政治資金監

査報告書を提出しなければなりません。 

 

※ 「登録政治資金監査人」とは 

登録政治資金監査人とは、政治資金監査を行う者として、弁護士、公認会計

士、税理士のうち政治資金適正化委員会に登録された者をいいます。政治資金

適正化委員会が行う政治資金に関する研修を修了した登録政治資金監査人が、

政治資金監査を行うこととされています。 

 

 

１．政治資金監査の対象となる政治団体 

 

  次の政治団体が、政治資金監査の対象となります。 

  ① １２月３１日現在で、国会議員関係政治団体である政治団体 

   （その年の途中で国会議員関係政治団体となった政治団体も含まれます。） 

  ② １２月３１日現在では、国会議員関係政治団体ではないもののその年の途

中に国会議員関係政治団体であった政治団体 

   （ただし、その年の収支報告書に記載すべき収入及び支出があった政治団体  

に限ります。） 

  なお、①、②の政治団体について、年の途中に国会議員関係政治団体以外の政

治団体の期間があった場合においては、その期間についても政治資金監査の対象

となります。 
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２．監査事項 

 

登録政治資金監査人による政治資金監査は、次の４点について、政治資金適正

化委員会が定める具体的な指針に基づいて行うこととされています。 

① 会計帳簿、明細書、領収書等、徴難明細書、支出目的書、振込明細書が保

存されていること 

② 会計帳簿にその年の支出の状況が記載されており、かつ、会計責任者が会   

計帳簿を備えていること 

  ③ 収支報告書は、会計帳簿、明細書、領収書等、徴難明細書、支出目的書及

び振込明細書に基づいて支出の状況が表示されていること 

  ④ 徴難明細書、支出目的書は、会計帳簿に基づいて記載されていること 

 

  なお、政治資金監査は、国会議員関係政治団体のすべての支出が対象ですので

収支報告書において明細の記載が必要とされていない人件費についても、監査の

対象となります。 

 

 

３．政治資金監査に向けた準備 

 

政治資金監査において監査の対象となる次の書面を書面監査が行われる事務所

において準備しておかなければなりません。 

 ○ 収支報告書等の作成の際に基となる書面 

  ・ 会計帳簿 

・ 支出の明細書 

・ 領収書等（人件費についても対象となります。） 

・ 振込明細書（人件費についても対象となります。） 

 ○ 収支報告の際に提出すべき書面（政治資金監査までに作成すべきもの） 

  ・ 収支報告書 

・ 徴難明細書 

・ 支出目的書 
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政治資金監査は、年の途中に国会議員関係政治団体以外の政治団体の期間があっ

た場合、その期間についても対象となり、その期間における政治団体の区分に応じ

た会計帳簿等の関係書類の作成又は徴収義務の対象となる支出の範囲で確認が行わ

れますが、政治団体の区分ごとの政治資金監査の対象となる支出の範囲は、以下の

とおりです。 

 

 
国会議員関係 

政治団体 
資金管理団体 その他の政治団体

会計帳簿 すべての支出 

支出の明細書 すべての支出 

領収書等 すべての支出 １件５万円以上の支出 

振込明細書 すべての支出 １件５万円以上の支出 

徴難明細書 すべての支出 

人件費以外の経 

費で１件５万円 

以上の支出 

経常経費以外の

経費で１件５万

円以上の支出 

支出目的書 すべての支出 

人件費以外の経 

費で１件５万円 

以上の支出 

経常経費以外の

経費で１件５万

円以上の支出 

収支報告書 

人件費以外の経 

費で１件１万円 

を超える支出 

人件費以外の経 

費で１件５万円 

以上の支出 

経常経費以外の

経費で１件５万

円以上の支出 

 

 ※ なお、登録政治資金監査人により作成される政治資金監査報告書の記載例を

参考までに１３１ページから１３６ページまでに掲載しています。 

また、登録政治資金監査人が政治資金監査を行う際の「政治資金監査マニュ

アル（政治資金監査に関する具体的な指針）」は、総務省のホームページ

(http://www.soumu.go.jp/menu_03/shingi_kenkyu/seiji_tekisei/touroku_seiji_manual.html) 

からダウンロードできますので、ご参照下さい。 

 

＜その他政治資金監査に関するお問い合わせ先＞ 

総務省政治資金適正化委員会事務局（TEL：03-5253-5598（直通）） 
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【参考】登録政治資金監査人により作成される政治資金監査報告書の記載例 

（政治資金監査報告書記載要領より抜粋） 

 

（１）監査事項について確認できないものがない場合 

 

 

政治資金監査報告書 

 

平成×年×月×日 

 

○○○○（国会議員関係政治団体名） 

代表 ○○ ○○ 殿 

登録政治資金監査人   ○○ ○○  ○印

登 録 番 号   第 ×××× 号

研修修了年月日    平成×年×月×日

 

１ 監査の概要 

（１）私は、政治資金規正法（以下「法」という。）第１９条の１３第１項の規定に基づき、

○○○○（国会議員関係政治団体名）の平成×年×月×日から平成×年×月×日まで

の法第１２条第１項に規定する報告書（※１）並びに当該報告書に係る会計帳簿、明

細書、領収書等、領収書等を徴し難かった支出の明細書等及び振込明細書（以下「会

計帳簿等の関係書類」という。）について、支出に関する政治資金監査を行った。 

（２）この政治資金監査は、法第１９条の１３第２項に定めるところにより政治資金適正

化委員会が定める「政治資金監査に関する具体的な指針」（以下「政治資金監査マニュ

アル」という。）に基づき行った。 

（３）私の責任は、外部性を有する第三者として、国会議員関係政治団体の会計責任者の

作成した会計帳簿等の関係書類について、政治資金監査マニュアルに基づき政治資金

監査を行った結果を報告することにある。 

（４）この政治資金監査は、○○○○（国会議員関係政治団体名）の主たる事務所（※２）

において行った。 

 

２ 監査の結果 

私が実施した政治資金監査の結果は、以下のとおりである。 

（１）法第１９条の１３第２項第１号に規定する事項について、会計帳簿、明細書、領収

書等、領収書等を徴し難かった支出の明細書等及び振込明細書が保存されていた。 

（２）法第１９条の１３第２項第２号に規定する事項について、会計帳簿には、当該国会

議員関係政治団体に係るその年における支出の状況が記載され、かつ、当該国会議員
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関係政治団体の会計責任者が当該会計帳簿を備えていた。 

（３）法第１９条の１３第２項第３号に規定する事項について、法第１２条第１項に規定

する報告書（※１）は、会計帳簿、明細書、領収書等、領収書等を徴し難かった支出

の明細書等及び振込明細書に基づいて支出の状況が表示されていた。 

（４）法第１９条の１３第２項第４号に規定する事項について、領収書等を徴し難かった

支出の明細書等は、会計帳簿に基づいて記載されていた。 

 

３ 業務制限 

○○○○（国会議員関係政治団体名）と私との間には、法第１９条の１３第５項の規

定に違反する事実はない。 

また、○○○○（国会議員関係政治団体名）と政治資金監査の業務を補助した使用人

その他の従業者との間においても、同様である。 

以  上

（※１）政治団体が解散等したときに提出する収支報告書の場合は、「法第１７条第１項に

規定する報告書」とすること。 

 

（※２）国会議員関係政治団体の主たる事務所と異なる場合は、その理由を明らかにした

上で政治資金監査の実施場所を特定すること。 

 

（注）政治資金監査を事務所で行わないことができる例外としては、会計帳簿や領収書

等の紛失等の事故を防止するための十分な措置が講じられ、かつ、会計責任者等

に対するヒアリング等を通じて、経常経費を含む事務所の運営実態について確認

することができることを条件として以下の場合が考えられること。 

 

① 作業スペースの不足等やむを得ない事情により、円滑な政治資金監査の実施が困

難であると登録政治資金監査人が判断した場合 

 

② 同一の国会議員に係る複数の国会議員関係政治団体の政治資金監査を実施する

場合において、政治資金監査の効率的な実施のため、特定の事務所等に会計帳簿

等の関係書類を集めた上で、政治資金監査を行うことが適当であると登録政治資

金監査人が判断した場合 
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（２）会計帳簿に記載不備がある場合 

 

 

政治資金監査報告書 

 

平成×年×月×日 

 

○○○○（国会議員関係政治団体名） 

代表 ○○ ○○ 殿 

登録政治資金監査人 ○○ ○○  ○印

登 録 番 号 第 ×××× 号

研修修了年月日  平成×年×月×日

 

１ 監査の概要 

（１）私は、政治資金規正法（以下「法」という。）第１９条の１３第１項の規定に基づき、

○○○○（国会議員関係政治団体名）の平成×年×月×日から平成×年×月×日まで

の法第１２条第１項に規定する報告書（※１）並びに当該報告書に係る会計帳簿、明

細書、領収書等、領収書等を徴し難かった支出の明細書等及び振込明細書（以下「会

計帳簿等の関係書類」という。）について、支出に関する政治資金監査を行った。 

（２）この政治資金監査は、法第１９条の１３第２項に定めるところにより政治資金適正

化委員会が定める「政治資金監査に関する具体的な指針」（以下「政治資金監査マニュ

アル」という。）に基づき行った。 

（３）私の責任は、外部性を有する第三者として、国会議員関係政治団体の会計責任者の

作成した会計帳簿等の関係書類について、政治資金監査マニュアルに基づき政治資金

監査を行った結果を報告することにある。 

（４）この政治資金監査は、○○○○（国会議員関係政治団体名）の主たる事務所（※２）

において行った。 

 

２ 監査の結果 

私が実施した政治資金監査の結果は、以下のとおりである。 

（１）法第１９条の１３第２項第１号に規定する事項について、会計帳簿、明細書、領収

書等、領収書等を徴し難かった支出の明細書等及び振込明細書が保存されていた。 

（２）法第１９条の１３第２項第２号に規定する事項について、会計帳簿には、○○（※

３）の記載不備が一部に見られたものの、当該国会議員関係政治団体に係るその年に

おける支出の状況が記載され、かつ、当該国会議員関係政治団体の会計責任者が当該

会計帳簿を備えていた。 

（３）法第１９条の１３第２項第３号に規定する事項について、法第１２条第１項に規定
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する報告書（※１）は、会計帳簿、明細書、領収書等、領収書等を徴し難かった支出

の明細書等及び振込明細書に基づいて支出の状況が表示されていた。 

（４）法第１９条の１３第２項第４号に規定する事項について、領収書等を徴し難かった

支出の明細書等は、会計帳簿に基づいて記載されていた。 

 

３ 業務制限 

○○○○（国会議員関係政治団体名）と私との間には、法第１９条の１３第５項の規

定に違反する事実はない。 

また、○○○○（国会議員関係政治団体名）と政治資金監査の業務を補助した使用人

その他の従業者との間においても、同様である。 

以  上

 

 

（※１）政治団体が解散等したときに提出する収支報告書の場合は、「法第１７条第１項に

規定する報告書」とすること。 

 

（※２）国会議員関係政治団体の主たる事務所と異なる場合は、その理由を明らかにした

上で政治資金監査の実施場所を特定すること。なお、政治資金監査を事務所で行

わないことができる例外については、記載例（１）（※２）の（注）を参照のこと。 

 

（※３）支出を受けた者の氏名及び住所並びにその支出の目的、金額及び年月日等の会計

帳簿の記載事項の種類を記載すること。 
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（３）領収書等の徴収漏れ又は亡失等がある場合 

 

 

政治資金監査報告書 

 

平成×年×月×日 

 

○○○○（国会議員関係政治団体名） 

代表 ○○ ○○ 殿 

登録政治資金監査人 ○○ ○○  ○印

登 録 番 号 第 ×××× 号

研修修了年月日  平成×年×月×日

 

１ 監査の概要 

（１）私は、政治資金規正法（以下「法」という。）第１９条の１３第１項の規定に基づき、

○○○○（国会議員関係政治団体名）の平成×年×月×日から平成×年×月×日まで

の法第１２条第１項に規定する報告書（※１）並びに当該報告書に係る会計帳簿、明

細書、領収書等、領収書等を徴し難かった支出の明細書等及び振込明細書（以下「会

計帳簿等の関係書類」という。）について、支出に関する政治資金監査を行った。 

（２）この政治資金監査は、法第１９条の１３第２項に定めるところにより政治資金適正

化委員会が定める「政治資金監査に関する具体的な指針」（以下「政治資金監査マニュ

アル」という。）に基づき行った。 

（３）私の責任は、外部性を有する第三者として、国会議員関係政治団体の会計責任者の

作成した会計帳簿等の関係書類について、政治資金監査マニュアルに基づき政治資金

監査を行った結果を報告することにある。 

（４）この政治資金監査は、○○○○（国会議員関係政治団体名）の主たる事務所（※２）

において行った。 

 

２ 監査の結果 

私が実施した政治資金監査の結果は、（別記）を除き、以下のとおりである。 

（１）法第１９条の１３第２項第１号に規定する事項について、会計帳簿、明細書、領収

書等、領収書等を徴し難かった支出の明細書等及び振込明細書が保存されていた。 

（２）法第１９条の１３第２項第２号に規定する事項について、会計帳簿には、当該国会

議員関係政治団体に係るその年における支出の状況が記載され、かつ、当該国会議員

関係政治団体の会計責任者が当該会計帳簿を備えていた。 

（３）法第１９条の１３第２項第３号に規定する事項について、法第１２条第１項に規定

する報告書（※１）は、会計帳簿、明細書、領収書等、領収書等を徴し難かった支出
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の明細書等及び振込明細書に基づいて支出の状況が表示されていた。 

（４）法第１９条の１３第２項第４号に規定する事項について、領収書等を徴し難かった

支出の明細書等は、会計帳簿に基づいて記載されていた。 

 

（別記）（※３） 

 

（１）別添の「領収書等亡失等一覧表」 

（２）支出の状況を確認できる書類が存在しない人件費（×件、計××××円） 

（３）○○○○（国会議員関係政治団体名）に対して発行されたとは認められない名称が

領収書等のあて名に記載されていると判断されるもの 

（××月××日・××費・××××円） 

・ 領収書等のあて名に記載されていた名称 

○○○○○○ 

 

３ 業務制限 

○○○○（国会議員関係政治団体名）と私との間には、法第１９条の１３第５項の規

定に違反する事実はない。 

また、○○○○（国会議員関係政治団体名）と政治資金監査の業務を補助した使用人

その他の従業者との間においても、同様である。 

以  上

 

 

（※１）政治団体が解散等したときに提出する収支報告書の場合は、「法第１７条第１項に

規定する報告書」とすること。 

 

（※２）国会議員関係政治団体の主たる事務所と異なる場合は、その理由を明らかにした

上で政治資金監査の実施場所を特定すること。なお、政治資金監査を事務所で行

わないことができる例外については、記載例（１）（※２）の（注）を参照のこと。 

 

（※３）（２）及び（３）については、該当するものがある場合に記載すること。記載例に

加え、特に記載する必要があると判断した事項がある場合には、政治資金適正化

委員会に照会すること。 
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Ⅴ．収支報告書等の提出 

 

１．収支報告書等の提出 

 

国会議員関係政治団体の会計責任者は、毎年１２月３１日現在でその年におけ

るすべての収入及び支出について（これらの事項がないときはその旨）記載した

収支報告書をその日の翌日から５月以内（１月１日から５月３１日までの間。た

だし、その間に衆議院議員の総選挙又は参議院議員の通常選挙の公示の日から選

挙の期日までの期間がかかる場合には、６月以内（１月１日から６月３０日まで））

に提出しなければなりません。 

この収支報告書を２年連続して提出していない政治団体は、提出期限を経過し

た日以後は、設立の届出をしていないものとみなされるため、政治活動のために

寄附を受け、又は支出することが禁止されます。 

 

収支報告書の提出期限 

国会議員関係政治団体の会計責任者が提出すべき収支報告書の提出期限は、

以下のとおりです。 

 
国会議員関係政治団体

（※１） 

国会議員関係政治団体

以外の政治団体 

通常の場合（１２月３１

日現在で提出する場合） 
翌年５月末まで 翌年３月末まで 

 選挙の場合（※２） 翌年６月末まで 翌年４月末まで 

政治団体が解散等した

場合 

解散等した日から 

６０日以内 

解散等した日から 

３０日以内 

（※１）収支報告書に記載すべき収入及び支出があった年において国会議員関

係政治団体であったものを含みます。 

（※２）翌年１月から通常の場合の提出期限までの間に衆議院議員の総選挙又

は参議院議員の通常選挙の公示の日から選挙の期日までの期間がかか

る場合をいいます。 
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２．収支報告書と併せて提出を要する書面 

  収支報告書を提出する際には、次の書面を併せて提出する必要があります。 

  ① 領収書等の写し 

  また、領収書等を徴し難かった支出がある場合は、次の②又は③の書面を作成

し、併せて提出する必要があります。 

  ② 徴難明細書 

  ③ 支出目的書及び振込明細書 

  ④ 政治資金監査報告書 

①から③は、収支報告書に支出の明細の記載が必要とされる個々の支出を証す

るための書類ですので、提出の基準は、収支報告書の明細の記載と同じ基準であ

り、国会議員関係政治団体については、原則として１件１万円超の支出（人件費

以外）について、提出が必要です。 

なお、平成２０年分の収支報告からは領収書等の写し及び振込明細書の写しに

ついては、複写機により複写したものに限られます。 

 

 

３．収支報告書のオンライン（電子手続き）による提出 

 

法により、国会議員関係政治団体の会計責任者は、平成２２年１月以降、収支

報告書の提出については、オンライン（電子手続き）により行うよう努めるもの

とされています。 

  総務省では、この規定を踏まえ、平成２２年１月以降、全ての国会議員関係政

治団体がオンライン（電子手続き）により収支報告書を提出できるよう、必要な

システム開発を行う予定です。 

また、収支報告書の明細の記載基準の引下げ等に伴う政治団体の事務負担を軽

減するため、会計帳簿と連動して自動的に収支報告書を作成でき、かつ、オンラ

イン（電子手続き）により、収支報告書を提出することができるソフトウェアを

開発しました。 

このソフトウェア（会計帳簿・収支報告書作成ソフト）は、総務省のホームペ

ージ（http://www.soumu.go.jp/senkyo/seiji_s/soumu_kaikei/index.html）から 

ダウンロードし、ご利用いただけます。 
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４．国会議員関係政治団体の解散に係る収支報告書の提出 

  

① 通常の解散等の場合 

国会議員関係政治団体が解散等したときは、解散届とともに、解散等の日現

在で収支報告書を作成し、政治資金監査を受けて、解散等の日から６０日以内

に提出しなければなりません。また、添付書類は、２．と同じものとなります。 

 

 ② 政治資金規正法第１７条第２項適用団体の解散の場合 

収支報告書を２年連続して提出していない政治団体は、提出期限を経過した

日以後は、法第１７条第２項の規定により、設立の届出をしていないものとみ

なされるため、政治活動のために寄附を受け、又は支出することが禁止されま

す。 

第１７条第２項適用団体が解散等の手続きをするときは、解散届とともに過

去提出できなかった収支報告書及び解散等の日現在で作成した収支報告書を作

成し、政治資金監査を受けて、これらを併せて提出して下さい。また、添付書

類は、２．と同じものとなります。 

なお、引き続き政治活動を行う場合には、解散等の手続きをしたうえで新た

に政治団体の設立の手続きをすることになります。 
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Ⅵ．会計帳簿等の保存義務等 

 

収支報告書の要旨の公表 

 

  政治団体から提出された収支報告書等については、総務大臣又は都道府県選

管において形式的な審査が行われた後、１１月３０日までに収支報告書の要旨

の官報又は都道府県の公報への掲載等により公表されます。 

 

 

１．会計帳簿等の保存義務 

 

  国会議員関係政治団体の会計責任者は、収支報告書の要旨の公表の日から３年

間、次の文書を保存しなければなりません。 

 ・ 会計帳簿 

 ・ 明細書 

 ・ 領収書等 

 ・ 振込明細書 

  ・ 徴難明細書(人件費、人件費以外の経費で１件１万円以下の支出に係るもの) 

 ・ 支出目的書（人件費、人件費以外の経費で１件１万円以下の支出に係るもの） 

 ・ 資金管理団体の代表者が特定寄附をした場合は代表者からのその旨の通知 

 ・ 上場・外資５０％超の会社からの通知を受けた場合はその通知 

  なお、国会議員関係政治団体が解散等した場合においても、その時点の会計責

任者に対して、これらの書面の保存義務が課されています。 

 

－140－



 

 

２．少額領収書等の写しの開示請求等への対応 

  収支報告書の要旨の公表のほか次のような収支公開の制度等があります。 

 

 (1) 収支報告書等の閲覧、写しの交付 

     何人も、収支報告書の要旨の公表の日から３年間、収支報告書等の閲覧又

は写しの交付の請求を行うことができます。なお、総務大臣届出分について

はインターネットにおいて閲覧が可能であり、平成２１年４月からは、ご自

宅等のパソコンからプリントアウトすることも可能となります。 

 

(2) 領収書等の写し（収支報告書に添付された１万円超のもの）の開示請求 

    何人も、情報公開法等に基づき、行政庁が保有する文書の一つとして収支

報告書に併せて提出された１件１万円超の支出（人件費以外）に係る領収書

等の写し、徴難明細書、支出目的書、振込明細書の写しについて開示請求を

行うことができます。 

 

 (3) 少額領収書等（１万円以下の支出（人件費以外））の写しの開示請求 

    何人も、少額領収書等の写しについて、収支報告書の要旨の公表の日から

３年間、法に基づき開示請求を行うことができます。 

なお、「少額領収書等の写し」とは収支報告書と併せて提出することを要

しない１万円以下の支出に係る次の書面のうち人件費に係るもの以外のもの

をいいます。 

・ 国会議員関係政治団体が徴収保存している領収書等及び振込明細書の写

し 

・ 国会議員関係政治団体が作成保存している徴難明細書、支出目的書 

 

 (1)の「収支報告書等」、(2)の「領収書等の写し」が行政庁で保有してい

る文書であるのに対し、「少額領収書等の写し」については行政庁で保有し

ていませんので、国民から総務大臣又は都道府県選管に対する開示請求があ

って初めて、国会議員関係政治団体から行政庁への提出が必要となります。 

(3)の開示請求があった場合、行政庁から国会議員関係政治団体に対し、少

額領収書等の写しの提出命令がなされ、原則として、命令後２０日以内に行

政庁に提出しなければなりません。 
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  [少額領収書等の写しの開示の流れ] 

  ① 開示請求者から総務大臣又は都道府県選管に開示請求 

② 総務大臣又は都道府県選管は、１０日以内に 

国会議員関係政治団体に提出命令を発出 

  ③ 国会議員関係政治団体は、提出命令があった日から、原則２０日以内に 

少額領収書等の写しを総務大臣又は都道府県選管に提出 

④ 総務大臣又は都道府県選管は少額領収書等の写しの提出があった日から、 

原則３０日以内に開示決定 
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３．保存義務等の終了 

 

 収支報告書の要旨の公表の日から３年を経過すれば、１．の会計帳簿等の保存

義務は終了します。 

また、２．の開示請求等についても、収支報告書の要旨の公表の日から３年を

経過する日まで請求することができることとなっていますので、原則として、同

日後は請求することができなくなります。 
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（参考）収支報告関係の罰則 

 

 法は、政治団体に一定の届出義務を課し、その会計処理に一定の定めを設け、収

支に関する報告を求め、政治資金の授受に関する一定の制限を課していますが、そ

の履行を担保するために、罰則を設けています。ここでは、会計処理、収支報告に

関する罰則をまとめています。 

 

１．会計処理、収支報告等に関する罰則 

 

法に違反した場合の主な罰則には、下記のものがあります。 

違 反 の 内 容 罰     則 

無届団体の寄附の受領、支出の禁止違反 
５年以下の禁錮又は 

１００万円以下の罰金

会計帳簿の備付け違反、不記載、虚偽記載（※１）
３年以下の禁錮又は 

５０万円以下の罰金 

明細書の不提出、不記載、虚偽記載（※１） 
３年以下の禁錮又は 

５０万円以下の罰金 

領収書等の不徴収、不送付、虚偽記載（※１） 
３年以下の禁錮又は 

５０万円以下の罰金 

会計帳簿、明細書、領収書等、徴難明細書、 

振込明細書、支出目的書の 

保存義務違反、これらへの虚偽記載（※１） 

３年以下の禁錮又は 

５０万円以下の罰金 

収支報告書、添付文書、政治資金監査報告書の 

不提出（※１、※２） 

５年以下の禁錮又は 

１００万円以下の罰金

収支報告書、添付文書の不記載、虚偽記載 

（※１、※２） 

５年以下の禁錮又は 

１００万円以下の罰金

政治資金監査報告書の虚偽記載 ３０万円以下の罰金 

※１については重過失の場合も含まれます。 

※２については、代表者が会計責任者の選任、監督について相当の注意を怠

ったときは、５０万円以下の罰金に処せられます。 
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２．公民権停止 

 

政治資金規正法に定める罪（政治資金監査等に係るもの以外）を犯した者は、

公職選挙法に関する罪を犯した者と同様、下記の期間、公民権（公職選挙法に規

定する選挙権及び被選挙権）が停止されます。 

① 禁錮刑に処せられた者 

裁判が確定した日から刑の執行を終わるまでの間とその後の５年間 

② 罰金刑に処せられた者 

裁判が確定した日から５年間 

③ これらの刑の執行猶予の言い渡しを受けた者 

裁判が確定した日から刑の執行を受けることがなくなるまでの間 

 なお、政治資金規正法違反によりその公民権を停止される場合においては、あ

わせて選挙運動も禁止されます。 
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